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まえがき 

中央新幹線（東京都・大阪市間）については、全国新幹線鉄道整備法（昭和 45 年 5 月 18 日法律第

71 号）（以下「全幹法」という。）に基づき、平成 23 年 5 月 20 日に、国土交通大臣より、東海旅客鉄

道株式会社（以下「当社」という。）が営業主体及び建設主体に指名され、同月 26 日、整備計画が決

定され、翌 27 日、当社に対して建設の指示がなされた。 

 当社は、中央新幹線の建設主体として、路線建設について自己負担で進めることとしており、まず

は、東京都・名古屋市間について、環境影響評価法（平成 9 年 6 月 13 日法律第 81 号）に基づき手続

きを進める。名古屋市・大阪市間については、名古屋市までの開業後、経営体力を回復した上で着手

する計画である。 

平成 23 年 6 月 7 日及び同年 8 月 5 日には、環境影響評価法の一部を改正する法律（平成 23 年 4 月

27 日公布）の趣旨を踏まえ、事業による環境への影響を回避・低減することを目的として、中央新幹

線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）をとりまとめて公表し、広

く意見を募集した。 

 今般、同法並びに「鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調

査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関す

る指針等を定める省令」（平成 10 年 6 月 12 日運輸省令第 35 号）（以下「国土交通省令」という。）に

基づき、「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書」（以下「本方法書」という。）を作

成したので、これを公表するものである。なお、配慮書について募集した意見は、本方法書において

整理、集約し、あわせて事業者の見解を示した。 
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第1章 対象事業の名称 

   中央新幹線（東京都・名古屋市間） 

 

第2章 事業者の氏名及び住所 

   名 称  東海旅客鉄道株式会社 

   代 表 者 の 氏 名  代表取締役社長 山田 佳臣 

   主たる事務所の所在地  愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 4 号 

 

第3章 対象事業の目的及び内容 
 

3-1 全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画及び整備計画 

全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画及び整備計画は表 3-1-1 に示すとおりである。 

 

表 3-1-1 基本計画及び整備計画 

区 分 項 目 内 容 

路線名 中央新幹線 

起 点 東京都 

終 点 大阪市 
基本計画 

主要な経過地 甲府市附近、名古屋市附近、奈良市附近 

建設線 中央新幹線 

区 間 東京都・大阪市 

走行方式 超電導磁気浮上方式 

最高設計速度 505 キロメートル/時 

建設に要する費用の概算額

（車両費を含む。） 
90,300 億円 

整備計画 

その他必要な事項 主要な経過地
甲府市附近、赤石山脈(南アルプス) 

中南部、名古屋市附近、奈良市附近 

注 建設に要する費用の概算額には、利子を含まない。 

 

中央新幹線は、国土交通大臣から全幹法第 6 条の定めにより建設主体の指名を受けた当社が、全幹

法第 8 条の建設線の建設の指示に基づき建設を行う新幹線路線である。 
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3-2 対象事業の目的 

中央新幹線については、国土交通省の交政審の答申の中で、中央新幹線整備の現代社会における

国民的・国家的意義として、表 3-2-1 のとおり、明らかにされている。 

 

表 3-2-1 交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会中央新幹線小委員会 

「中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定について」答申（抜粋） 

①三大都市圏を高速かつ安定的に結ぶ幹線鉄道路線の充実 

②三大都市圏以外の沿線地域に与える効果 

③東海道新幹線の輸送形態の転換と沿線都市群の再発展 

④三大都市圏を短時間で直結する意義 

⑤世界をリードする先進的な鉄道技術の確立及び他の産業への波及効果 

 

3-3 中央新幹線の事業の内容 

 

3-3-1 対象鉄道建設等事業の種類 

名 称：中央新幹線（東京都・名古屋市間） 

種 類：新幹線鉄道の建設（環境影響評価法第一種事業） 

 

3-3-2 対象鉄道建設等事業実施区域の位置 

1)起終点 

起    点：東京都港区 

終    点：愛知県名古屋市 

主要な経過地：甲府市附近、赤石山脈（南アルプス）中南部 

2)路線概要 

中央新幹線の東京都～名古屋市間の路線は、東京都港区の東海道新幹線品川駅付近を起点とし、

山梨リニア実験線（全体で 42.8km）、甲府市付近、赤石山脈（南アルプス）中南部を経て、名古屋

市の東海道新幹線名古屋駅付近に至る、延長約 286km の区間である。路線概要図を図 3-4-1 に示す。 

駅については、ターミナル駅として品川駅付近、名古屋駅付近のほか、中間駅として神奈川県内、

山梨県内、長野県内、岐阜県内に一駅ずつ設置する計画である。 
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(1)概略の路線選定の考え方 

  ア．超電導リニアの技術的制約条件等 

・起点の東京都から名古屋市まで、超電導リニアの超高速性を踏まえ、できる限り直線に近い形

を基本とする。なお、山梨リニア実験線を活用する。 

・主要な線形条件として、最小曲線半径は 8,000m、最急勾配は 40‰（パーミル(1)）で計画する。 

・大都市部では、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(2)（平成 12年 5月 26日 法律第 87号）

に基づき大深度地下を使用できる地域において、できる限り大深度地下を活用する。 

  イ．地形・地質等の制約条件 

・活断層は、回避する、もしくは、やむを得ず通過する場合は通過する延長をできる限り短くす

る。また、脆弱な性状を有する地質についても回避する、もしくは、やむを得ず通過する場合

は通過する延長をできる限り短くする。 

・主要河川は、明かり(3)で通過することを基本とし、通過する延長をできる限り短くする。 

・湖をできる限り回避する。 

  ウ．環境要素等による制約条件 

・生活環境（大気環境など）、自然環境（動植物、生態系など）、水環境、土壌環境、文化財など

の環境要素ごとの状況等を考慮する。 

・生活環境保全の面から、市街化・住宅地化が進展している地域をできる限り回避する。 

・自然環境保全の面から、自然公園区域等を回避する、もしくは、やむを得ず通過する場合でも

トンネル構造とするなどできる限り配慮する。 

 

(2)駅位置選定の考え方 

  ア．ターミナル駅 

・東京都及び名古屋市のターミナル駅については、いずれも周辺は高度に市街化が進んでいるた

め地下駅とする。また、東海道新幹線との結節、在来鉄道との円滑な乗り継ぎ、及び国際空港

とのアクセスの利便性を確保することが可能で、できる限り当社の用地を活用できる東海道新

幹線の既存駅付近に設置する。 

  イ．中間駅 

・中間駅については、「(1)概略の路線選定の考え方」のとおり、起終点をできる限り直線に近い

形で結ぶ概略ルート上で、1 県 1 駅とする。 

・駅として必要な機能及び条件を満たす位置で計画する。 

・大深度地下を使用できる地域を除き、地上駅を基本とする。 

                             
(1) パーミルとは、1/1000 を表し、40‰とは 1,000m の水平距離に対して 40m の高低差となる勾配をいう。 
(2) 大深度地下は通常利用されない空間であるため、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補

償すべき損失が発生しない。このため、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法は、事前に補償を行うことな

く大深度地下に使用権を設定できる法律である。 

なお、大深度地下とは、次のうちいずれか深い方の地下をいう。 

  ①建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ（地表より 40m）。 

  ②当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎杭を支持することができる地盤として政令で

定めるもののうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離（10m）を加えた深さ。 
(3) 明かりとは、トンネル構造以外の橋梁、高架橋等の地表に建設された構造物上を列車が走行する区間をいう。 
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○必要な機能及び条件 

ｱ) 技術的に設置可能であること 

・駅の形態は、2 面 4 線島式ホームと上下亘り線を設置できること。そのため、平面線形とし

て直線で約 1km 確保可能で、縦断線形として原則レベル区間であること。 

 

ｲ) 利便性が確保されること 

・広域からアクセスが可能となる高規格道路との結節が図られるようインターチェンジ等との

距離ができる限り短いこと。 

・既存の鉄道駅に近接していること。 

 

ｳ) 環境への影響が少ないこと 

・地上駅の場合、電波障害、日照阻害などの生活環境や景観等への影響をできる限り低減する

ため、駅前後を含め、著しく高い高架構造とならないこと。 

 

ｴ) 用地確保が可能であること 

・駅及び自動車乗降場やタクシー乗り場のほか、高速バスや観光バス乗り場、パークアンドラ

イド駐車場など、多様な交通に対応できる交通広場・駐車場等の用地の確保が可能であること。 
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「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 100 万分の 1 日本、50 万分の 1 地方図、数値地図 200000（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平 23 情複、第 266 号）」 

図 3-3-1 

 

 

図 3-3-1 路線概要図 
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(3)山梨県内の路線概要 

対象鉄道建設等事業実施区域（以下「対象事業実施区域」という。）を図 3-3-2 に示す。 

・山梨リニア実験線を活用する。 

・山梨リニア実験線西端から西において、笛吹川左岸は曽根丘陵断層が存在することや古墳群が

点在することなどから、これらを回避し、笛吹川・釜無川に挟まれる盆地内を通過する。 

・笛吹川、釜無川を、明かりで、できる限り短い距離で通過する。 

・甲府盆地は玉石を含んだ地質で地下水が豊富で、水位も高く被圧されているものも多いことか

ら、トンネル施工が難しいため、明かりで通過する。 

・市街化、住宅地化が進展している甲府盆地北部・中央部を回避し、甲府盆地南部を駅部及び駅

部前後に連続する高架橋を含めて約 10～20m の高さで通過する計画である。 

・釜無川から西において、地形上、主にトンネルで通過する。 

・地質が脆弱で、土被りが大きく、高圧湧水が発生するおそれがある巨摩山地北中部の一部を回

避し、櫛形山、源氏山の南部を通過する。 

・早川を、明かりで、できる限り短い距離で通過する。 

・糸魚川・静岡構造線をできる限り短い距離で通過する。 

・山梨県駅は、技術的に駅設置が可能で、道路、鉄道双方の利便性が高い峡中地域に地上駅を設

置する。 

  なお、路線や付帯施設の位置・規模等については、今後、計画を具体化していく。 

 

 
「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 100 万分の 1 日本、50 万分の 1 地方図、数値地図 200000（地図画

像）及び数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平 23 情複、第 266 号）」 

 

図 3-3-2 対象事業実施区域 
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3-3-3 対象鉄道建設等事業の規模 

 東京都から名古屋市間の新幹線鉄道の建設 延長 約 286km（内、山梨県 約 90km） 

このうち、山梨リニア実験線（上野原市から笛吹市間）42.8km を含む 

 

3-3-4 対象鉄道建設等事業に係る単線、複線等の別及び動力 

  単線、複線の別 ： 複線 

  動     力 ： 交流 33,000 ボルト  

 

3-3-5 対象鉄道建設等事業に係る鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 

  最高設計速度：505km/h 

 

3-3-6 その他事業の内容に関する事項 

1)対象鉄道建設等事業の工事計画の概要 

  地表式、掘割式、嵩上式 延長 約 38 ㎞ （山梨リニア実験線約 8km を含む） 

  トンネル  延長 約 248 ㎞ （山梨リニア実験線約 35km を含む） 

  停車場   6 ヵ所  

内  地上駅      3 ヵ所（山梨県、長野県、岐阜県） 

地下駅      3 ヵ所（東京都、神奈川県、愛知県） 

  車両基地  2 ヵ所（神奈川県、岐阜県（工場含む）） 

 

2)主要な線形条件 

最小曲線半径：8,000m 

最 急 勾 配 ：40‰ 

 

3)超電導リニアの原理 

(1)超電導リニアについて 

超電導リニアについては、その先進性や高速性から、中央新幹線への採用が最もふさわしいと考

え、技術開発に取り組むとともに、山梨リニア実験線の先行区間 18.4km を建設し、走行試験を行い、

成果を確認してきた。 

その結果として、超電導リニアは、安全性・安定性をはじめ、既に営業運転に支障ない技術レベ

ルに到達している。こうした技術の現状については、平成 21 年 7 月の国土交通省の超電導磁気浮上

式鉄道実用技術評価委員会（以下「評価委員会」という。）において「営業線に必要となる技術が網

羅的、体系的に整備され、今後詳細な営業線仕様及び技術基準等の策定を具体的に進めることが可

能となった」と評価され、確認されている。 

また、山梨リニア実験線においては、現在、42.8km への延伸工事と設備の実用化仕様への全面的

な更新を進めている。 
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(2)超電導とは 

 ある種の金属・合金・酸化物を一定温度まで冷却

したとき、電気抵抗がゼロになる現象を超電導現象

という。図 3-3-3に示すとおり、超電導リニアの場

合、超電導材料としてニオブチタン合金を使用し、

液体ヘリウムでマイナス269℃に冷却することによ

り超電導状態を作り出している。超電導状態となっ

たコイル（超電導コイル）に一度電流を流すと、電

流は永久に流れ続け、極めて強力な磁石（超電導磁

石）となる。 

図 3-3-3 電気抵抗と温度の関係 

 

(3)車両とガイドウェイの構成 

ガイドウェイは、地上コイル（推進コイルと浮上案内コイル）を支持する側壁及び走行路で構成

される。また、車両には超電導磁石が搭載される。車両とガイドウェイの構成を図 3-3-4に示す。 

 

 

図 3-3-4 車両とガイドウェイの構成 

 

 

 

 

 

 

 

浮上案内コイル

推進コイル 

超電導磁石 

側壁 

走行路 
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(4)推進の原理 

 車両に搭載されている超電導磁石には、Ｎ極とＳ

極が交互に配置されている。図 3-3-5に示すとおり、

超電導磁石の磁界と、推進コイルに電流を流すこと

で発生する磁界との間で、Ｎ極とＳ極の引き合う力

とＮ極同士、Ｓ極同士の反発する力が発生し、車両

を前進させる。 

図 3-3-5 推進の原理 

 

 (5)浮上の原理 

 浮上の原理は、図 3-3-6に示すとおり、車両の超電

導磁石が高速で通過すると両側の浮上案内コイルに

電流が流れて電磁石となり、車両を押し上げる力（反

発力）と引き上げる力（吸引力）が発生し、車両が浮

上する。 

 なお、低速走行時には車両を支持輪タイヤによっ

て支持しながら走行する。  

図 3-3-6 浮上の原理 

 

(6)案内の原理 

 ガイドウェイの左右の側壁に設置されている浮上

案内コイルは、図 3-3-7に示すとおり車両の中心か

らどちらか一方にずれると、車両の遠ざかった側に

吸引力、近づいた側に反発力が働き、車両を常に中

央に戻す。 

図 3-3-7 案内の原理 
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4)超電導リニアの施設・設備 

山梨県に計画している施設・設備について、標準的な断面等を示す。 

(1)嵩上式（高架橋・橋梁） 

本線の軌道中心間隔は 5.8m であり、構造物の幅は約 14m である。高架橋の標準的な断面図を図 

3-3-8 に示す。なお、河川や道路等で交差する箇所においては、地形等を考慮し、個別に橋梁の構

造を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    防音壁部               明かりフード設置部 
 

図 3-3-8 高架橋の標準的な断面図（山梨リニア実験線の例） 
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(2)地上駅 

地上駅は、敷地として延長約 1km、最大幅約 50m、面積約 3.5ha を想定している。地上駅のイメー

ジを図 3-3-9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-9 地上駅のイメージ 

 

(3)トンネル 

山岳トンネルの内空有効断面積(4)は、約 74 ㎡である。山岳トンネルの標準的な断面図を図 3-3-10

に示す。 

 

図 3-3-10 山岳トンネルの標準的な断面図 

                             
(4) 内空有効断面積は、トンネル内空断面積からガイドウェイ等の断面積を引いた面積をいう。 

約 50m

約 20m
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(4)斜 坑 

斜坑のイメージを図 3-3-11 に示す。なお、トンネル施工に伴い設置する斜坑は、供用時におい

て、災害時等の避難用通路、保守用通路及び換気施設となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-11 斜坑のイメージ 

 

(5)換気施設 

斜坑（一部を除く）には、供用後のトンネル施設内の給排気を行うための換気施設を設置し、当

該換気施設内に換気装置及び消音装置を設置する。なお、斜坑に換気施設を設ける場合は地上には

設置せず、坑内に設ける計画である。 
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(6)設 備 

超電導リニアを駆動するため、送電線からの電力を電力変換変電所で受電し、当該変電所におい

て、列車速度に応じた周波数、列車位置に応じた電流の位相及び列車の加速減速の速度に応じた電

流値になるよう電流を変換する。この電流をき電ケーブル、き電区分開閉器を通じて、推進コイル

に供給し、列車を駆動させる。また、列車の位置や速度を検知するシステムにより、常時、列車位

置・速度を駆動制御システムにフィードバックすることで列車の駆動を制御する。超電導リニアの

設備のイメージを図 3-3-12 に示す。 

 

 
資料：交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会 中央新幹線小委員会（第 2 回）資料 

図 3-3-12 設備のイメージ 

(7)車上電源 

車上電源は、超電導磁石の冷凍機、車内の空調、照明等を稼働するため、車両に供給する電源の

ことである。 

超電導リニアの車上電源には、地上に設置されたコイル（地上ループ）と車両に設置された集電

コイルとの電磁誘導作用を利用して車両機器へ電源を供給する誘導集電方式を採用する。 

誘導集電方式による車上電源供給のイメージを図 3-3-13 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-13 車上電源供給のイメージ 

地上のコイル（地上ループ）

超電導磁石 
集電コイル電力

※電磁誘導作用により電力が発生 

車内照明等 

冷凍機 
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5)列車の走行に伴う影響について 

(1)沿線騒音 

沿線騒音については、評価委員会において、超電導リニアの騒音に関する環境基準（案、基準値）

として、発生源の速度域に関係なく評価が可能である新幹線と同様の「新幹線鉄道騒音に係る環境

基準（表 3-3-1 参照）」を適用することとしている。 

評価委員会においては、「基準値（案）が「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について（環境庁告示）」

に準拠して設定され、実測データを基に 16 両編成での騒音値を予測したところ、測定点に近接する

側のガイドウェイ中心から 25m 離れた位置において上記基準値（案）を満たす結果が得られている。

また、必要な箇所に明かりフード等を設置して上記基準値（案）を達成するといった考え方が明確

にされ、営業線に適用する設備仕様の具体的な見通しが得られ、実用化に必要な技術が確立してい

る。」と評価されている。 

 

表 3-3-1 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 

（昭和 50 年環境庁告示第 46 号） 

地域の類型 基準値（dB）

I 主として住居の用に供される地域 70 以下 

II 商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 75 以下 

 

(2)地盤振動 

地盤振動については、評価委員会において、超電導リニアの走行に伴い発生する地盤振動の基準

値（案）として、新幹線での指針値である「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について

（勧告）（表 3-3-2 参照）」を適用することとしている。 

評価委員会においては、「地盤振動について、基準値（案）が「環境保全上緊急を要する新幹線鉄

道振動対策について（勧告）（環大特）」に準拠して設定され、16 両編成での振動値を予測したとこ

ろ、特段の対策を実施せずとも、上記基準値（案）が充分達成可能であるということが明確にされ

ている。」と評価されている。 

 

表 3-3-2 新幹線鉄道振動に係る指針値 

（昭和 51 年環大特第 32 号） 

指   針 

70dB を超える地域について、緊急に振動源及び障害防止対策等を講ずること。 
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(3)トンネル微気圧波 

微気圧波とは、列車のトンネル突入により生じた圧縮波が、トンネル内を音速で伝播し、反対側

の坑口や斜坑坑口からパルス状の圧力波となって放射される現象である。トンネル微気圧波の発生

メカニズムを図 3-3-14 に示す。 

 

 

図 3-3-14(1) トンネル微気圧波発生のメカニズム（山岳トンネル） 

 

図 3-3-14(2) トンネル微気圧波発生のメカニズム（斜坑） 

 

トンネル出口部及び斜坑の微気圧波については、「トンネル坑口緩衝工の設置基準（案）」（山岳ト

ンネル設計施工標準・同解説、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、平成 20 年 4 月）においてトンネ

ル坑口緩衝工の設置の目安値として、「民家近傍で微気圧波のピーク値が 20Pa 以上、坑口中心から

20m 地点(5)で原則 50Pa 以上」であるとされている。これをもとに、評価委員会においては、超電導

リニアの基準値（案）を「民家近傍で微気圧波のピーク値が 20Pa 以下、坑口中心から 20m 地点で原

則 50Pa 以下」と設定している。 

計画に際しては、上記の基準値（案）を踏まえ、必要な箇所には所要の延長の緩衝工や明かりフ

ードを設置する予定であり、これらの設置により評価委員会においても「営業線に適用する設備仕

様の具体的な見通しが得られ、実用化に必要な技術の確立の見通しが得られている。」と評価されて

いる。 

 

 

 

                             
(5) トンネル坑口中心より線路方向に 20m 離れた地点 
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(4)磁 界 

超電導リニアの走行に伴い、図 3-3-15 に示すとおり、推進コイル、浮上案内コイル及び車両に

搭載する超電導磁石それぞれから磁界が発生する。ただし、推進コイル及び浮上案内コイルから発

生する磁界は超電導磁石と比較して非常に小さい。 

 

 

図 3-3-15 磁界の発生 

 

磁界については、評価委員会において、「ICNIRP ガイドライン（WHO 見解）(6)」を適用し、超電導

リニアの磁界に係る基準値（案）を設定することとされており、最新のガイドラインに基づく基準

値（案）は、表 3-3-3 のとおりである。 

 

表 3-3-3 超電導リニアの磁界（静磁界、変動磁界）に係る基準値（案） 

 静磁界 変動磁界 

周波数ｆ[Hz] 0 0～1 1～8 8～25 

磁束密度Ｂ[mT] 400 40 40/ｆ2 5/ｆ 

注 1. リニモ（愛知高速交通（株） 東部丘陵線）においても、ICNIRP のガイドラインにより環境影響評価を実施

している。 

注 2. 静磁界とは時間とともに向きや強さが変化しない磁界をいう。また、変動磁界とは時間とともに向きや強さ

が変化する磁界をいう。 

 

 

 

 

                             
(6) 超電導リニアでの磁界の基準値（案）については、世界保健機関（WHO）の見解に従い、磁界による人体への影響

に関する予防的な観点から検討された国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）のガイドラインを適用している。 
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発生した磁界（主に超電導磁石）による影響の概要及びその対策を表 3-3-4 に示す。 

これらの対策により、測定結果は基準値（案）を下回っており、評価委員会においては、「営業線

に適用する設備仕様の具体的な見通しが得られ、沿線磁界及び車内磁界の双方に対して基準値（案）

の達成が可能な技術が確立している。」と評価されている。 

 

表 3-3-4 磁界影響の概要及びその対策 

 車内（客室部） 車内（貫通路部：車両間通路） ホーム及び沿線 

静
磁
界 

影響：超電導磁石からの影響
を受ける。 

対策：客室は超電導磁石から
離れた位置にあり、ま
た磁気シールドにより
磁界の影響を低減す
る。 

影響：超電導磁石からの影響
を受ける。 

対策：磁気シールドにより磁
界の影響を低減する。

影響：停車中の車両の超電導磁石
からの影響を受ける。 

対策：ホームについては、磁気シ
ールドにより磁界の影響
を低減する。 

   沿線については、用地境界
での磁界が基準値（案）以
下となることを基本とし、
必要に応じて磁気シール
ドを設置し、磁界による影
響を低減する。 

変
動
磁
界 

影響：対向列車の超電導磁石
からの影響を受ける。 

対策：客室側面の磁気シール
ド及びアルミ車体によ
り磁界の影響を低減す
る。 

影響：対向列車の超電導磁石
からの影響を受ける。

対策：磁気シールドにより磁
界の影響を低減する。

影響：走行中の車両の超電導磁石
からの影響を受ける。 

対策：ホームについては、磁気シ
ールドにより磁界の影響
を低減する。 

   沿線については、用地境界
での磁界が基準値（案）以
下となることを基本とし、
必要に応じて磁気シール
ドを設置し、磁界による影
響を低減する。 

 

(5)温室効果ガス排出量 

超電導リニアの CO2排出量を表 3-3-5 に示す。速度域を考慮し、航空機と比較した場合、航空機に

対して超電導リニアの排出量は 1/3 である。 

 

表 3-3-5 CO2排出量の比較（東京～大阪間；1 人あたり） 

 CO2排出量（kg-CO2/人） CO2排出量比較 

超電導リニア 29.3 1 

航空機 96.9 3 

 

6)その他 

工事は、平成 26 年度に着工し、平成 39 年度の営業開始を想定している。 
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第4章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

沿線の地域特性に関して、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果は下記に示すと

おりである。対象事業実施区域を含む周辺市町村は、山梨県内で、上野原市、道志村、大月市、都留

市、笛吹市、甲府市、昭和町、中央市、南アルプス市、富士川町及び早川町の 7 市 3 町 1 村となる。 

 

4-1 自然的状況 

項 目 概 況 

気 象 

・対象事業実施区域及びその周囲(1)の気象官署である甲府地方気象台の過去 10 年（平成 13

年～平成 22 年）の観測値は以下に示すとおりである。 

年平均気温 年間降水量 年平均湿度 年間日照時間 年平均風速 

15.0℃ 1159.6mm 62.8% 2,199.2 時間 2.2m/s 

・大月、古関（甲府市）気象観測所の観測値は、甲府地方気象台と比べ、平均気温は 1℃

～2℃程度低く、年間日照時間は約 8 割程度、年平均風速は半分程度の強さとなっている。

また、年間降水量は大月が約 1.2 倍、古関が約 1.4 倍程度となっている。 

・上野原、八町山気象観測所の降水量は、甲府地方気象台と比べ、上野原が約 1.3 倍、八

町山が約 1.5 倍程度となっている。 

大気質 

・対象事業実施区域及びその周囲における二酸化硫黄及び二酸化窒素は、全測定局で環境

基準を満たしている。 

・浮遊粒子状物質は、平成 17 年に 1 測定局において環境基準を満たしていなかったが、そ

れ以外は全測定局において環境基準を満たしている。 

・光化学オキシダントは、全測定局において環境基準を満たしていない。 

・有害大気汚染物質（ベンゼン等 4 物質）は、全地点で環境基準を満たしている。 

・ダイオキシン類は、全地点で環境基準を満たしている。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、降下ばいじんの測定は行われていない。 

騒 音 

・対象事業実施区域及びその周囲における自動車騒音は、昼夜間ともに環境基準以下であ

ったのは 82.7％であった。 

・対象事業実施区域及びその周囲は、騒音に係る環境基準に基づく類型の指定地域及び騒

音規制法に基づく規制区域に該当する。 

振 動 
・対象事業実施区域及びその周囲で振動に関する調査は行われていない。 

・対象事業実施区域及びその周囲は、振動規制法に基づく規制区域に該当する。 

大 気 環

境 の 状

況 

悪 臭 
・対象事業実施区域及びその周囲で悪臭に関する調査は行われていない。 

・対象事業実施区域及びその周囲は、悪臭防止法に基づく規制区域に該当する。 

水 象 

・相模川は、富士山周辺の湖水に源を発し、桂川を中心に笹子川などの河川が合流し、神

奈川県に至る。 

・富士川は釜無川本谷を源とし、甲府盆地を流下し、笛吹川、早川などの河川が合流し、

駿河湾に注いでいる。 

水 質 

・対象事業実施区域及びその周囲における平成 21 年度の水質測定結果は、生活環境の保全

に関する項目については、水素イオン濃度（pH）、溶存酸素量（DO）、生物化学的酸素

要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）について環境基準を満たしているが、大腸菌群数につ

いては満足していない。また、人の健康の保護に関する項目及びダイオキシン類は全地

点で環境基準を満たしている。 

・人の健康の保護に関する地下水水質測定結果は、上野原市で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素の環境基準の達成率が 0.0%であったが、その他の項目は環境基準を満たしている。ま

た、ダイオキシン類地下水は全地点で環境基準を満たしている。 

底 質 
・対象事業実施区域及びその周囲のダイオキシン類水環境（底質）は、全地点で環境基準

を満たしている。 

水 環 境

の状況 

水資源 
・対象事業実施区域及びその周囲には、漁業権が 8 件設定されている。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村(2)の水源は、55 箇所である。 

土壌及び地盤の状況 

・対象事業実施区域及びその周囲でダイオキシン類の測定は行われていない。 

・対象事業実施区域及びその周囲では、現在までのところ、年 20mm を超える沈下はない。

また、ここ数年では著しい地下水位の低下は見られていない。 

 

                             
(1) 方法書図面集（5 万分の 1）図面の範囲内で、対象事業実施区域に掛かる関係市町村が表示されている範囲。 
(2) 対象事業実施区域で示されている区域が掛かる関係市町村の全域。 
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項 目 概 況 

地形及び地質の状況 

・対象事業実施区域及びその周囲は、県立南アルプス巨摩自然公園が指定されている。 

・対象事業実施区域及びその周囲には、重要や地形・地質として甲府盆地に広がる扇状地

に関する地形や断層崖、桂川や早川による渓谷等が存在する。 

・対象事業実施区域及びその周囲の地形は、赤石山脈、秩父山地、御坂山地に囲まれた甲

府盆地と、低地と山地の中間に位置する丘陵地や台地からなる。また、河川沿いには河

岸段丘が分布している。 

・対象事業実施区域及びその周囲の地質は、主に海成層で、生成後、陸化を伴う構造運動

を受けたものであり、崩壊や地滑りを引き起こしやすい脆弱な地質である。南アルプス

と関東山地には、四万十層群が分布し、激しい褶曲作用を受けている。御坂山地や巨摩

山地には主に緑色凝灰岩類からなる御坂層群が分布している。峡南地域には泥岩・砂岩・

礫岩を種とした富士川層群が堆積している。 

・対象事業実施区域及びその周囲には、国指定の天然記念物である新倉の糸魚川－静岡構

造線が存在する。 

・対象事業実施区域及びその周囲には、休廃止鉱山が 2 箇所存在する。 

動 物 

・山梨県内には、自然環境保全地域の野生動植物保護地区に指定されている地域はない。

・対象事業実施区域及びその周囲は、鳥獣保護区 9 箇所、特別保護地区 1 箇所が指定され

ている。 

・重要な哺乳類は、カモシカ、ヤマネ、ツキノワグマである。また、山梨県は全国でも有

数のコウモリ類の生息地が存在する。 

・重要な鳥類は、サシバ、ヒクイナ、ハイタカ、ライチョウ等である。 

・重要な両生類・爬虫類は、ヒダサンショウウオ、ハコネサンショウウオ等である。 

・重要な昆虫類は、ミヤマシロチョウ、タガメ、キマダラルリツバメ、オオムラサキ等で

ある。 

・重要な魚類は、報告されていない。 

植 物 
・対象事業実施区域及びその周囲では、天然記念物は 91 件である。また、巨樹・巨木林は

213 箇所存在し、特定植物群落は 7 箇所存在する。 

藻場・干潟・

湿地 

・対象事業実施区域及びその周囲には、藻場・干潟は存在しない。また、ラムサール条約

及び環境省の日本の重要湿地 500 で指定されている湿地は存在しない。 

動 植 物

の 生 息

又 は 生

育、植生

及 び 生

態 系 の

状況 

生態系 

・対象事業実施区域及びその周囲は本州中部太平洋側区域に属し、この区域の生物学的特

性を示す植生は、スダジイ、タブノキ等の照葉樹林帯である。また、この区域は動物相

の固有性が高く、ニホンザル等の生息により特徴づけられる。 

・対象事業実施区域及びその周囲の生態系は、①山地の樹林環境と一部渓流によって構成

される山地の生態系が成立していると考えられる御坂山地、②農地、市街地及び笛吹川・

釜無川周辺の河川の生態系が成立していると考えられる甲府盆地、③山地の樹林環境と

一部渓流によって構成される山地の生態系が成立していると考えられる巨摩山地、赤石

山脈にあたる地域の 3 つに大別できると考えられる。 

景観 

・対象事業実施区域及びその周囲の自然景観資源は、河川景観及び山地（非火山）景観が

6 件、火山景観が 2 件、特殊地学景観が 1 件分布している。 

・対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点は 39 地点である。 

人 と 自

然 と の

触 れ 合

い の 活

動 
人触れ 

・対象事業実施区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場は、61 箇所存

在する。また、自然保存地区が 3 箇所、景観保存地区が 2 箇所、歴史景観保全地区が 1

箇所指定されている。 
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4-2 社会的状況 

項 目 概 況 

人口及び産業 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村における平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間の人

口推移は、やや減少傾向を示している。 

・山梨県の産業次別就業人口の割合は、第 1 次産業及び第 2 次産業の就業人口の割合が全

国水準よりも高い一方で、第 3 次産業の割合が全国水準よりも低く、第 1 次及び第 2 次

産業への特化度が高い産業特性を有している。 

土地利用の状況 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村の土地利用状況は、原野としての利用は少なく、甲

府市、昭和町、中央市では約 30%から約 50%を宅地が占めており、また、笛吹市、南アル

プス市では約 40%を畑地が占めている。それ以外の上野原市、道志村、大月市、都留市、

富士川町、早川町では約 60%から約 80%を山林が占めている。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村の土地利用の指定状況は、都市計画法に基づく都市

計画区域と用途地域、国土利用計画法に基づく 5 地域、急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律に基づく急傾斜崩壊危険区域、砂防法に基づく砂防指定地、地すべり等

防止法に基づく地すべり防止区域、森林法に基づく保安林指定地及び鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区である。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村のうち、道志村及び早川町を除く 7 市 2 町では、都

市計画法に基づく用途地域が指定されている。 

地下水の利用状況 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村では、地下水を上水道、簡易水道として利用してい

る。上水道を利用している周辺市町村のうち、南アルプス市は一部伏流水を利用してい

るが、その他は浅井戸または深井戸を利用している。簡易水道を利用している周辺市町

村のうち、上野原市は伏流水のみを利用しているが、その他は浅井戸や深井戸を利用し

ている。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、名水百選、平成の名水百選及び湧水保全ポー

タルサイトの代表的な湧水に該当する湧水はない。また、対象事業実施区域及びその周

囲の温泉地は 6 箇所ある。 

交通の状況 

・対象事業実施区域及びその周囲の鉄道は、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、富士急行が

営業している。 

・対象事業実施区域及びその周囲を通過する主要な道路は、中央自動車道（富士吉田線、

西宮線）、中部横断自動車道、新山梨環状道路等がある。 

学校、病院その他の環境

の保全についての配慮

が特に必要な施設の配

置の状況及び住宅の配

置の概況 

・対象事業実施区域の学校等は、76 施設あり、医療・福祉施設等は 152 施設ある。 

・対象事業実施区域は、甲府盆地に形成される昭和町、中央市の市街地や甲府盆地を縦断

する東海旅客鉄道身延線の常永駅、小井川駅及び東花輪駅周辺に形成されている市街地、

及び南アルプス市、富士川町を通る国道 52 号沿いの市街地を含んでいる。それ以外の上

野原市、大月市、都留市、笛吹市、早川町では森林地域が多くを占めている。 

環境の保全を目的とし

て法令等により指定さ

れた地域その他の対象

及び当該対象に係る規

制の内容その他の状況  

・対象事業実施区域の文化財は 84 件である。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村の埋蔵文化財包蔵地は、約 2,700 箇所存在する。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村では、上野原市に 1 地区の風致地区が指定されてい

る。 

その他の事項 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村では、上水道の取水状況はダム水の利用が最も多く、

簡易水道事業の取水状況は、深井戸の利用が多くを占めている。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村の下水道普及状況は、山梨県全体の下水道の普及率

60.1%に対して、甲府市の普及率が93.4%と最も高く、次いで昭和町73.3%、富士川町71.6%、

中央市 65.3%と県全体の普及率よりも高くなっており、笛吹市は 58.2%と県全体とほぼ同

程度となっている。一方、早川町の下水道普及は 5.2%と最も低くなっており、次いで、

大月市 14.8%、都留市 25.7%、南アルプス市 37.6%、上野原市 43.2%で県平均と比べて低

い普及率になっている。なお、道志村では下水道事業を実施していない。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村の一般廃棄物の搬入の状況は、各市町村では生活系

及び事業系とも可燃ごみの占める割合が最も多く、生活系が 55.9%～90.3%、事業系が

77.9%～100.0%を占めている。次いで、資源ごみの割合が多く、生活系が 4.2%～25.1%、

事業系が 0%～19.0%を占めている。また、処理の状況は、各市町村とも直接焼却が最も多

く 55.9%～92.9%を占めている。直接資源化量については、0%～13.8%となっている。 

・対象事業実施区域を含む周辺市町村の産業廃棄物処理状況は、発生量 1,617 千 t/年のう

ち 44.2%にあたる 714千 t/年が資源化され、46.5%にあたる 751千 t/年が減量化され、8.9%

の 144 千 t/年が最終処分されている。 

・県内の温室効果ガスの排出状況は、平成 17 年度の実績で 6,867 千 t であり、平成 32 年

度の目標値は 5,432 千 t である。 
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第5章 対象事業に係る計画段階配慮事項 

本事業の実施に伴って環境に与える影響を回避、又は低減するために、配慮書において検討を行っ

た計画段階配慮事項（山梨県）は、以下に示すとおりである。 

5-1 大気環境 

 大気環境に関する計画段階配慮事項を表5-1-1に示す。 

 

表5-1-1 計画段階配慮事項 

 区分 計画段階配慮事項 

・建設機械の稼働 

 

 

・工事現場の散水、防塵シートの敷設等により、粉じんの飛散を

防止し、また、工事規模に合せた適切な建設機械の選定や環境

対策型の建設機械の使用により、排出ガスの発生を抑制する。

大気質 工事の実施 

 

・資材運搬等の車両

の運行 

・車両の洗浄等により、粉じんの飛散を防止し、また、車両の運

行ルートや配車計画を適切に行う。 

・建設機械の稼働 

 

 

・明かり部では、工事現場での防音シートや低騒音型建設機械の

使用等の防音対策により、騒音を抑制する。 

・山岳部、南アルプス部では、工事現場での防音シートや低騒音

型建設機械の使用のほか、必要に応じてトンネル坑口に防音扉

を設置する等の防音対策により、騒音を抑制する。 

工事の実施 

 

・資材運搬等の車両

の運行 

・車両の運行ルートや配車計画を適切に行う。 

騒音 

鉄道の供用 

 

・列車の走行 

 

・騒音対策が必要な区間に明かりフード等を設置することによ

り、騒音を抑制する。 

・建設機械の稼働 

 

・工事規模に合わせた建設機械の選定や低振動型の建設機械の使

用により、振動を抑制する。 

振動 工事の実施 

 

・資材運搬等の車両

の運行 

・車両の運行ルートや配車計画を適切に行う。 

微 気 圧

波 

鉄道の供用 

 

・列車の走行 

 

・微気圧波対策が必要な箇所に所要の延長の緩衝工等を設置する

ことにより、微気圧波を抑制する。 

注 1. 大気質の環境影響要因のうち、鉄道の供用（列車の走行）については、配慮書に記載したガスタービン発電装置に

よらないこととしたため、評価項目から除外した。 
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5-2 水環境 

 水環境に関する計画段階配慮事項を表5-2-1に示す。 

 

表5-2-1 計画段階配慮事項 

 区分 計画段階配慮事項 

工事の実施 

 

・トンネル・切土の

工事等 

・工事により発生する濁水やコンクリート打設により発生するア

ルカリ排水を公共用水域へ放流する場合には、必要に応じて、

濁水処理等の対策により、水質・水底の底質への影響を回避、

低減する。 

水質・水

底 の 底

質 

鉄道の供用 ・鉄道施設（駅）の

供用 

・駅から発生する生活排水を公共用水域へ放流する場合には、必

要に応じて汚水処理などの適切な対策を行う。 

地下水 工事の実施 

 

・トンネル・切土の

工事等 

・山岳部、南アルプス部では、トンネル工事等に伴い地下水が湧

出し、地下水位への影響が考えられるが、今後、明確な影響を

把握するために、周辺の水利用調査を行う等、影響度合いを確

認し、防水工の施工等の適切な対策により、地下水位への影響

を回避、低減する。 

 

5-3 土壌環境・その他 

土壌環境・その他に関する計画段階配慮事項を表5-3-1に示す。 

 

表5-3-1 計画段階配慮事項 

 区分 計画段階配慮事項 

地形・地

質 

構造物の存

在 

・鉄道施設(トンネ

ル、嵩上式、掘割

式、駅等)の存在 

・橋梁は、できる限り短い距離で横断する。 

地 盤 沈

下 

工事の実施 

 

・トンネル・切土の

工事等 

・山岳部では、土被りが小さく、地山の地質条件が良くない場合

には、先行支保（フォアパイリング等）などの補助工法を適切

に採用し、地山の安定を確保するとともに、計測確認を実施す

る。 

土壌 工事の実施 

 

・トンネル・切土の

工事等 

・必要により掘削土に含まれる重金属類等の調査を行い、基準不

適合土壌が発見された場合は土壌汚染対策法に基づき適切に

処理・処分することにより、基準不適合土壌の拡散を回避する。

磁界 鉄道の供用 

 

・列車の走行 ・用地境界での磁界が基準値（案）以下となるように用地を確保

することを基本とし、必要に応じて磁気シールドを設置する。

文化財 構造物の存

在 

 

・鉄道施設(嵩上式、

駅、換気施設等)

の存在 

・明かり部、山岳部では、今後計画を具体化する中で、国および

県指定の文化財をできる限り避けることにより、文化財への影

響を回避、低減する。 

日 照 阻

害 

構造物の存

在 

・鉄道施設(嵩上式、

駅、換気施設)の存

在 

・構造物の高さをできる限り低く抑えるよう計画する。影響が生

じた場合には適切な対処を行うこととする。 

電 波 障

害 

構造物の存

在 

 

・鉄道施設(嵩上式、

駅、換気施設)の存

在 

・構造物の高さをできる限り低く抑えるよう計画する。影響が生

じた場合には、適切な対処を行う。 
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5-4 動物・植物・生態系 

5-4-1 動 物 

 動物に関する計画段階配慮事項を表5-4-1に示す。 

 

表5-4-1 計画段階配慮事項 

区分 計画段階配慮事項 

・建設機械の稼働 

 

 

・明かり部では、工事現場において防音シートを使用するとともに、低

騒音・低振動型の建設機械を使用する。 

・山岳部、南アルプス部では、工事現場において防音シートや低騒音・

低振動型の建設機械を採用するほか、必要に応じてトンネル坑口に防

音扉を設置する。 

・資材運搬等の車両

の走行 

・車両の運行ルートや配車計画を適切に行う。 

・トンネル・切土の

工事等 

 

・工事により発生する濁水やコンクリート打設により発生するアルカリ

排水を公共用水域へ放流する場合には、必要に応じて、濁水処理など

の適切な対策を行う。 

・山岳部、南アルプス部では、工事計画策定の段階で、専門家の助言等

により周辺の河川、沢等への影響を把握するための調査を実施し、レ

ッドリスト記載種等の保全対象種の生息が確認された場合は、保全対

策を行う。 

工事の実施 

 

・工事施工ヤードお

よび工事用道路の

設置 

 

・明かり部、山岳部では、現地調査の結果、レッドリスト記載種等の保

全対象種の生息が確認された場合は、必要に応じて専門家の助言等を

受け、保全対策を講じるほか、事業着手後には必要に応じてモニタリ

ング調査を行う。 

・明かり部では、工事用車両は既存の道路を利用し、影響を及ぼす可能

性のある箇所の改変を避ける。やむを得ず改変する場合においても、

できる限り改変面積を小さくし、その生息環境の保全に努める。また、

工事終了後、改変部を速やかに緑化し自然環境の復元に努める。 

・山岳部、南アルプス部では、工事施工ヤードの設置位置の検討を行い、

貴重な動物の生息環境に影響を及ぼす可能性のある箇所の改変を避

け、やむを得ず改変する場合においても、できる限り改変面積を小さ

くすることに加え、工事終了後、速やかに改変部の緑化を行う等、自

然環境を復元することにより、生息環境の保全を行う。 

・南アルプス部では、事前に専門家等から地域の情報を得るとともに、

現地調査においてレッドリスト記載種等の保全対象種の把握に努め

る。また、保全対策の検討にあたっても、専門家の助言等を受け、適

切な対策を講じるほか、事業着手後には、必要に応じてモニタリング

調査を行う。 

構造物の存

在 

 

・鉄道施設(嵩上式、

駅等)の存在 

・明かり部、山岳部では、貴重な動物の生息環境が変化する場合には、

具体的な計画の確定や構造の検討に際し、必要に応じて専門家の助言

等を受け、適切な対策を講じる。 

・南アルプス部では、事前に専門家等から地域の情報を得るとともに、

現地調査においてレッドリスト記載種等の保全対象種の把握に努め

る。保全対策の検討に当たっても専門家の助言等を受け、適切な対策

を講じるほか、必要に応じてモニタリング調査を行う。 
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5-4-2 植 物 

 植物に関する計画段階配慮事項を表5-4-2に示す。 
 

表5-4-2 計画段階配慮事項 

区分 計画段階配慮事項 

工事の実施 

 

・工事施工ヤードお

よび工事用道路の

設置 

・明かり部、山岳部では、現地調査の結果、レッドリスト記載種等の保

全対象種の生育が確認された場合は、必要に応じて専門家の助言等を

受け、保全対策を講じるほか、事業着手後には必要に応じてモニタリ

ング調査を行う。 

・明かり部では、工事用車両は既存の道路を利用し、影響を及ぼす可能

性のある箇所の改変を避ける。やむを得ず改変する場合においても、

できる限り改変面積を小さくし、その生育環境の保全に努める。また、

工事終了後、改変部を速やかに緑化し自然環境の復元に努める。 

・山岳部、南アルプス部では、工事施工ヤードの設置位置の検討を行い、

貴重な植物の生育環境に影響を及ぼす可能性のある箇所の改変を避

け、やむを得ず改変する場合においても、できる限り改変面積を小さ

くすることに加え、工事終了後、速やかに改変部の緑化を行う等、自

然環境を復元することにより、生育環境の保全を行う。 

・南アルプス部では、事前に専門家等から地域の情報を得るとともに、

現地調査においてレッドリスト記載種等の保全対象種の把握に努め

る。保全対策の検討に当たっても専門家の助言等を受け、適切な対策

を講じるほか、必要に応じてモニタリング調査を行う。 

構造物の存

在 

 

・鉄道施設(嵩上式、

駅等)の存在 

・明かり部では、貴重な植物の生育環境が変化する場合には、具体的な

計画の確定や構造の検討に際し、必要に応じて専門家の助言等を受け、

適切な対策を講じるほか、必要に応じてモニタリング調査を行う。 

・山岳部では、貴重な植物の生育環境が変化する場合には、具体的な計

画の確定や構造の検討に際し、必要に応じて専門家の助言等を受け、

適切な対策を講じる。また、周辺の河川、沢等への影響が考えられる

場合には、適切な措置を講じる。なお、必要に応じてモニタリング調

査を行う。 

・南アルプス部では、事前に専門家等から地域の情報を得るとともに、

現地調査においてレッドリスト記載種等の保全対象種の把握に努め

る。保全対策の検討に当たっても専門家の助言等を受け、適切な対策

を講じる。また、周辺の河川、沢等への影響が考えられる場合には、

適切な措置を講じる。なお、必要に応じてモニタリング調査を行う。

 



 27

5-4-3 生態系 

 生態系に関する計画段階配慮事項を表5-4-3に示す。 
 

表5-4-3 計画段階配慮事項 

区分 計画段階配慮事項 

・建設機械の稼働 

 

 

・明かり部では、工事現場において防音シートや低騒音・低振動型の建

設機械を使用する。 

・山岳部、南アルプス部では、工事現場において防音シートや低騒音・

低振動型の建設機械を使用するほか、必要に応じてトンネル坑口に防

音扉を設置する。 

・資材運搬等の車両

の走行 

・車両の運行ルートや配車計画を適切に行う。 

・トンネル・切土の

工事等 

 

・工事により発生する濁水やコンクリート打設により発生するアルカリ

排水を公共用水域へ放流する場合には、必要に応じて、濁水処理など

の適切な対策を行い、水質の変化を防ぐ。 

・山岳部、南アルプス部では、工事計画策定の段階で、専門家の助言等

により周辺の河川、沢等への影響を把握するための調査を実施し、生

態系の構成要素および機能に影響を及ぼす可能性がある場合には、保

全対策を行う。 

工事の実施 

 

・工事施工ヤードお

よび工事用道路の

設置 

・明かり部では、貴重な動植物およびハビタット（生息・生育環境）に

影響を及ぼす可能性がある場合には、既存の道路を利用し、影響を及

ぼす可能性のある箇所の改変を避ける。やむを得ず改変する場合にお

いても、できる限り改変面積を小さくし、その生息環境の保全に努め

る。また、工事終了後、改変部を速やかに緑化し自然環境の復元に努

める。 

・山岳部、南アルプス部では、貴重な動植物およびハビタット（生息・

生育環境）に影響を及ぼす可能性がある場合には、工事施工ヤードの

設置位置の検討や既存の道路を使用することにより、影響を及ぼす可

能性のある箇所の改変を避ける。やむを得ず改変する場合においても、

できる限り改変面積を小さくし、その生息環境の保全に努める。また、

工事終了後、改変部を速やかに緑化し自然環境の復元に努める。 

構造物の存

在 

 

・鉄道施設(嵩上式、

駅等)の存在 

・明かり部、山岳部では、現地調査の結果、貴重な動植物およびハビタ

ット（生息・生育環境）が確認され、影響を及ぼす可能性がある場合

は、具体的な計画の確定や構造の検討に際し、必要に応じて専門家の

助言等を受け、適切な対策を講じる。 

・明かり部、山岳部では、専門家の助言等を受け、適切な対策を講じる

ほか、必要に応じてモニタリング調査を行う。 

・南アルプス部では、事前に専門家等から地域の情報を得るとともに、

現地調査において貴重な動植物およびハビタット（生息・生育環境）

の把握に努める。貴重な動植物およびハビタット（生息・生育環境）

が確認された場合は、具体的な計画の確定や構造の検討に際し、必要

に応じて専門家の助言等を受け、適切な対策を講じるほか、必要に応

じてモニタリング調査を行う。  
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5-5 人と自然との触れ合い 

人と自然との触れ合いに関する計画段階配慮事項を表5-5-1に示す。 

 

表5-5-1 計画段階配慮事項 

区分 計画段階配慮事項 

景観 構造物の存

在 

 

・鉄道施設(嵩上式、

駅等)の存在 

・今後計画を具体化する中で、保全すべき地域の改変をできる限

り小さくし、駅、橋梁等の形状・色彩に配慮する。 

人 と 自

然 と の

触 れ 合

い 活 動

の場 

構造物の存

在 

 

・鉄道施設(嵩上式、

駅等)の存在 

・今後計画を具体化する中で、駅、高架橋および橋梁等の設置位

置や構造に配慮する。 

 

 

5-6 環境への負荷 

環境への負荷に関する計画段階配慮事項を表5-6-1に示す。 

 

表5-6-1 計画段階配慮事項 

 区分 計画段階配慮事項 

廃 棄 物

等 

工事の実施 

 

・トンネル・切土の

工事等 

 

・明かり部、山岳部、南アルプス部では、事業の実施にあたって、

建設発生土については、本事業内で再利用するとともに他の事

業への有効利用に努めるなど、適切な処理を図る。なお、新た

に残土の処分地が生じる場合には、事前に調査検討を行い、周

辺環境へ著しい影響が生じないよう適切に対処する。また、建

設廃棄物については、減量化、再資源化に努め、法令に従い適

切に処理する。 

・建設機械の稼働 

 

・高効率の建設機械の選定や建設機械の高負荷運転をできる限り

避けるように努める等の措置を適切に行う。 

温 室 効

果ガス 

工事の実施 

 

・資材運搬等の車両

の運行 

・燃費の良い車種の選定、積載の効率化、合理的な運搬計画策定

による運搬距離の最適化等の措置を適切に行う。 
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第6章 配慮書に対する環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

6-1 意見の募集結果 

6-1-1 意見の募集結果 

配慮書に対する意見者数は、表 6-1-1 に示すとおりである。 

このほかに、環境省意見を踏まえた国土交通省からの意見があった。 

 

表 6-1-1 配慮書に対する意見者数 

種別 意見者数 

  行政機関からの意見 16 通 

  一般からの意見 110 通 

総  計 126 通 

 

6-1-2 説明会での意見状況 

配慮書については、表 6-1-2 に示すとおり、各都県の期成同盟会等の主催により、広く周知して

いくための説明を計 11 回行った。なお、説明会における意見者数は計 81 名であった。 

 

表 6-1-2 説明会の実施状況 

実施都県 実施日 

東京都 平成 23 年 6 月 16 日 

平成 23 年 6 月 16 日 
神奈川県 

平成 23 年 8 月 5 日 

山梨県 平成 23 年 6 月 13 日 

静岡県 平成 23 年 6 月 24 日 

平成 23 年 6 月 21 日 

平成 23 年 8 月 9 日 長野県 

平成 23 年 8 月 18 日 

岐阜県 平成 23 年 6 月 9 日 

平成 23 年 6 月 24 日 
愛知県 

平成 23 年 7 月 27 日 
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6-2 行政機関からの意見と事業者の見解 

「中央新幹線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書」に対して提出された行政機関からの

意見と事業者の見解は、表 6-2-1 及び表 6-2-2 に示すとおりである。 

 

表 6-2-1(1) 行政機関からの意見と事業者の見解（国土交通省） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配

慮書については、その内容は全体として適切と認め

られるが、環境省意見を勘案し、環境保全の見地か

ら、下記の意見を述べる。 

記 

 

1.路線の位置等を選定する際の配慮事項について 

(1)今回の配慮書で示された概略ルートについては、

重要な自然環境等を回避する必要があると指摘した

環境省意見を踏まえ、国定公園等をおおむね回避し

たルートが設定されているものの、以下の地域の一

部が概略ルートに含まれている。 

 今後、環境影響評価の手続の過程において具体的

な路線の位置が選定されることとなるが、環境の保

全上特に重要と考えられる以下の地域については、

路線位置の選定の際に回避することを検討し、回避

が困難な場合は環境に配慮した地下構造形式とし、

付帯施設の設置も避けるなど、自然環境への影響を

できる限り回避・低減するよう、特に配慮する必要

がある。 

① 南アルプス国立公園、丹沢大山国定公園、飛騨木

曽川国定公園、愛知高原国定公園 

② 日本の重要湿地500として選定されている沖ノ

洞・上ノ洞、大湫、前沢湿地 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線の位置を選定する際には、自然公園の区域等

はできる限り回避するとともに、やむを得ず通過

する場合には、トンネル構造とするなどの環境配

慮を行い、付帯施設の設置についてもできる限り

回避します。 

(2)現在、国立公園等の拡張に関する検討が進められ

ているが、以下の拡張候補地については地域の一部

が概略ルートに含まれている。このため既に国立公

園等に指定されている地域と同様に、路線位置の選

定の際に回避することを検討し、回避が困難な場合

は環境に配慮した地下構造形式を基本とし、可能な

限り付帯施設の設置も避けるなど、自然環境への影

響をできる限り回避・低減するよう、特に配慮する

必要がある。 

① 南アルプス国立公園の拡張候補地として検討が

進められている地域 

② 愛知高原国定公園の拡張候補地として検討が進

められている東海丘陵の小湿地群の地域 

 

路線の位置を選定する際には、拡張候補地の区域

等はできる限り配慮するとともに、やむを得ず通

過する場合には、トンネル構造を基本とするなど

の環境配慮を行い、付帯施設の設置についてもで

きる限り回避します。 
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表 6-2-1(2) 行政機関からの意見と事業者の見解（国土交通省） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

2.方法書以降の手続における配慮事項について 

方法書以降の調査・予測・評価の実施にあたり、以下

の点について特に留意することが必要である。 

(1)対象事業の内容 

 路線の位置だけでなく、橋梁やトンネル、大深度

地下トンネルに伴う立坑、山岳トンネルに伴う斜

坑・横坑、立坑や斜坑に伴う施工ヤード・工事用道

路、新規に設置する土捨場や車両基地・整備工場・

変電所・線路の保守基地などの付帯施設についても

評価書作成までの間に位置・規模等を明らかにし、

事業実施区域に含め調査・予測・評価を実施する必

要がある。これらの付帯施設について、評価書作成

までの間に位置等を明らかにすることが困難な場

合、必要な環境保全措置を評価書に位置付けた上で、

その環境保全措置の効果を事後調査により確認する

必要がある。 

 

 

 

 

 

評価書作成時点までに具体化した計画については

明らかにし、適切な調査、予測・評価を行います。

明らかにすることが困難な場合は、それらの影響

について、必要な環境保全措置を評価書で位置づ

けた上で、その環境保全措置の効果を事後調査に

より確認します。 

(2)評価項目等 

 配慮書において、温室効果ガスについては工事の実

施に伴う評価項目として選定しているが、供用時も評

価項目に選定することを検討する必要がある。 

 

駅、車両基地の供用を対象として、温室効果ガス

を評価項目に選定しました。なお、列車の走行に

伴う温室効果ガスについては、第3章に記載の通

り、速度域を考慮し航空機と比較した場合、超電

導リニアのCO2排出量は航空機の1/3となり、航空機

に比べて環境負荷が小さいため、非選定としまし

た。 

 

(3)自然環境 

概略ルート上には、良好な低山～山地帯森林生態

系が存在し、希少動植物の生息・生育地、自然との

ふれあいの場としても重要度の高い地域があり、ま

た、自然公園や自然環境保全地域も多数指定されて

いる。これらの地域における動植物及び生態系につ

いて現状把握のため十分な調査を実施し、それらへ

の影響をできる限り回避・低減するよう検討し、必

要に応じて専門家の助言を受け、代償措置を講ずる

必要がある。 

 

 

今後、適切に調査を行い、貴重な動植物及びハビ

タット（生息･生育環境）へ影響を及ぼす可能性が

ある場合は、必要に応じて専門家の助言等を受け、

保全措置を講じます。 

(4)騒音・振動・微気圧波 

 騒音等については、特にトンネルの坑口において

は微気圧波が発生する懸念があり、生活環境への影

響が想定されることから、市街地や人家への影響を

できる限り回避・低減するよう検討し、必要に応じ

て代償措置を講ずる必要がある。また、野生生物の

繁殖等への影響のおそれについても専門家等の助言

を受け検討する必要がある。 

 

 

トンネル坑口付近においては緩衝工を、明かり部

においては明かりフードを必要に応じて設置する

ことから、騒音等の周辺への影響を抑制すること

ができると考えています。野生生物への影響につ

いては、必要に応じて専門家の助言等を受け、モ

ニタリング調査により影響の程度を確認します。 
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表 6-2-1(3) 行政機関からの意見と事業者の見解（国土交通省） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

(5)地下水 

 トンネルの工事及び供用時における地下水の坑内

への流出やトンネル内への漏水が想定され、これに

伴う周辺地域における水源等の減水や枯渇が懸念さ

れるため、水道や農業用水等の水源の位置及び使用

状況等を十分把握するとともに、必要に応じて地

質・水文学的シミュレーションなどの手法により定

量的な予測を行い、それらへの影響をできる限り回

避・低減するよう検討し、必要に応じて代償措置を

講ずる必要がある。また、地下水への影響について

は、予測の不確実性が高いと想定されることから、

専門家の助言を受け代表的な地点を選定し、環境保

全措置の効果を事後調査により確認する必要があ

る。 

 

 

今後の環境影響評価手続きの中で周辺の水利用調

査や地質調査等を行い、影響の程度を確認した上

で、専門家の助言等を受けて、必要に応じて地質・

水文学的シミュレーションなどの手法により定量

的な予測を行い、影響があると予測された場合に

は適切な対策を実施します。また、工事中、供用

後には事後調査を行います。 

(6)磁界 

 超電導リニアから発生する磁界による影響につい

て、国際的な知見の集積を踏まえつつ、高架の高さ

の違いも考慮した上で検討する必要がある。また、

用地境界での磁界が基準値以下となるように、確保

すべき土地の範囲等を定める必要がある。 

 

 

本方法書で記載のとおり、高架の高さを考慮して

予測・評価を行います。また、用地境界で基準値

以下となるように用地を確保することを基本と

し、必要に応じて磁気シールドを設置します。 

(7)廃棄物 

 トンネル掘削等による土砂が大量に発生し、残土

の処分場所として大規模な土捨場が設置されること

も想定される。さらに、自然由来の重金属等を含む

土砂が発生し対応が必要となる可能性もある。また、

シールド工事によって発生した建設汚泥を埋立処分

するために、最終処分場の設置が必要となることも

考えられるため、自然環境への影響をできる限り回

避・低減するよう検討する必要がある。 

 

 

本事業内で再利用、他の公共事業等への有効利用

に努めるなど、適切な処理を図ります。なお、新

たに残土の処分地が生じる場合には、事前に調査

検討を行い、周辺環境への影響をできる限り回

避・低減するよう適切に対処するとともに、工事

中においても必要に応じてモニタリング調査を行

います。また、建設廃棄物については、減量化、

再資源化に努め、法令に従い適切に処理します。 

3.地域住民等の意見聴取の反映について 

 今回の配慮書については、JR東海のホ一ムページ

上で公開され、広く一般からの意見募集が行われて

いる。これにより集まった意見については路線位置

の選定等に反映させることに努めるべきであり、意

見の概要とそれに対するJR東海の見解について方法

書において整理する必要がある。 

また、沿線の地方公共団体からの意見に対しても、

方法書において個々に見解を示すことが望ましい。

 

 

配慮書に対して寄せられた意見は本方法書で配意

するとともに、意見の概要と事業者の見解を第6章

に記載しました。 

地方公共団体からの意見に対しても、第6章におい

て個別に事業者の見解を記載しました。 
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表 6-2-1(4) 行政機関からの意見と事業者の見解（国土交通省） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

4.長野県内の計画段階における環境配慮の実施につ

いて 

 配慮書の手続を実施する趣旨は、事業の位置・規

模等の枠組みが決定される前に、環境面の比較評価

及び環境配慮事項の整理を行い、環境影響の回避・

低減について検討し、事業計画に反映させることに

ある。このため、今回の配慮書において概略ルート

が公表されなかった長野県内については、幅20～

25kmから幅3kmにルートを絞り込む際に検討した経

緯や回避された環境影響等について丁寧に分かりや

すく説明するとともに、今後路線位置等を選定する

際に配慮すべき環境要素について示す必要がある。

さらに、中間駅の位置を含め複数案を比較検討した

場合は、その内容を示し、地域特性等から複数案を

設定することが現実的ではない場合には、その理由

を十分に示す必要がある。 

 

 

 

長野県内の計画も含めて示した配慮書は、平成23

年8月5日に公表し、その配慮書に対する意見を募

集しました。頂いたご意見及び事業者の見解を本

方法書で併せて記載しています。 

また、長野県駅の概略位置については、参考とし

て地元の要望を踏まえた案についても検討を行

い、配慮書にその内容を記載しました。 

１．長野県内のルート案について 

長野県内のルート及び中間駅の位置について、ＪＲ

東海が想定する概略ルート上の天竜川右岸の平地部

だけでなく、地元から要望のあるＪＲ飯田駅周辺も

検討し、参考として示されている。 

天竜川右岸平地部案においては、飯田市西部に位置

する長野県営の松川ダム貯水池及び名水百選の「猿

庫の泉」がルート帯に含まれている。今後、路線位

置を絞り込む際には、トンネルとの土被りが小さく

なると予想される松川ダム貯水池及び猿庫の泉に

ついて、できる限り回避することを検討する必要が

ある。また、地質・水文学的シミュレーション等の

手法により定量的な予測を行い環境保全措置につ

いて十分検討するとともに、環境保全措置の効果を

事後調査により確認する必要がある。 

なお、参考として示されているＪＲ飯田駅周辺案に

ついては、中心市街地を高架で通過することとなる

ため、騒音・振動・微気圧波・景観・日照阻害・電

波障害等の影響が懸念される。 

 

 

路線の位置を選定する際には、松川ダム貯水池及

び猿庫の泉については、回避します。 

また、地質・水文学的シミュレーション等の手法

により定量的な予測・評価を行い、影響があると

予測された場合には適切な環境保全措置を講じる

とともに、その効果を事後調査により確認します。

２．景観について 

前回提出した意見で、南アルプス国立公園とその拡

張を検討している候補地について特に配慮するよう

求めているが、今後、南アルプス国立公園内及びそ

の拡張候補地内の主要な展望地から、構造物がどの

ように望見されるか等の景観に関する予測・評価が

必要である。また、長野県郷土環境保全地域である

妻籠宿における景観についても配慮する必要があ

る。 

 

 

南アルプス国立公園内及び検討が進められている

拡張候補地の区域内における主要な展望地からの

景観について、調査、予測・評価を行います。 

妻籠宿付近においては、景観に配慮してトンネル

構造とすることを考えています。 
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表 6-2-2(1) 行政機関からの意見と事業者の見解（地方自治体） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

総論 

＜環境影響評価手続の実施にあたり＞ 

環境影響評価手続を実施するにあたっては、国土交

通省令はもとより、本県で定める環境影響評価等技術

指針の内容に配慮すること。 

また、隣接都県において実施する環境影響評価の内

容との整合性等を図ること。 

 

 

県で定められた環境影響評価等技術指針の内容に

配慮して手続を進めます。 

また、東京都・名古屋市間の環境影響評価は、統

一した考えの下で実施していきます。 

＜許認可との整合について＞ 

環境影響評価手続は、環境影響評価の結果を許認可

に反映するための制度であることに鑑み、当該事業の

実施に必要な許認可の要件となる環境保全に係る検

討事項についても積極的に取り入れるよう配慮する

こと。 

 

全国新幹線鉄道整備法の工事実施計画施工認可申

請に先立ち評価書を作成し、公告・縦覧します。 

各論 

事業計画について 

＜予測条件の設定について＞ 

環境影響評価手続を行う上で必要となる基礎的な

情報については、既存資料において既に公表されてい

るもの及び現時点において公表可能なものについて

は、予め開示し、方法書に記載すること。 

 

 

 

評価委員会において環境に係る事項として騒音、

振動、微気圧波、磁界の情報が公表されており、

それらは、第3章に記載しています。 

＜計画段階配慮事項＞ 

事業者が計画段階環境配慮書（以下「配慮書」とい

う。）第7章に取りまとめた「計画段階配慮事項」に

ついては、環境影響評価の結果に関わらず実施する措

置として環境影響評価方法書に記載すること。 

合わせて、当該措置による環境への負荷の軽減の程

度を明らかにする旨記載すること 

 

計画段階配慮事項については、第5章に記載してい

ます。 

環境への負荷の軽減の程度については、今後の環

境影響評価の中で、できる限り明らかにします。 

＜関連施設＞ 

１）関連施設について 

対象事業を実施するために設置される施設（変電

所、車両基地、中間駅、残土処分場、送電線路等）（以

下「関連施設」という。）は、特定の目的のために行

われる一連の土地形状の変更並びに工作物の新設で

あることから、あらかじめ事業を構成する施設として

方法書に記載すること。 

また、関連施設のうち送電線路、残土処分場等につ

いては、規模により本県の環境影響評価条例の対象事

業に該当する場合があることから、関係機関と十分協

議を行う必要がある。 

なお、関連施設の設置位置、規模等について方法書

に記載することができない場合にあっては、方法書又

は準備書手続において次の事項をそれぞれ記載する

こと。 

ア）方法書手続：当該施設の設置に係る位置決定、規

模設定等に係る基本的な考え方 

イ）準備書段階：位置決定等の過程における環境影響

評価の結果の反映の状況 

 

 

方法書においては、現時点で明らかにできる付帯

施設（車両基地、中間駅等）について記載してい

ます。 

付帯施設については、評価書作成時点までに具体

化した計画については明らかにし、適切な調査、

予測・評価を行います。明らかにすることが困難

な場合は、それらの影響について、必要な環境保

全措置を評価書で位置づけた上で、その環境保全

措置の効果を事後調査により確認します。 

なお、送電施設については、関係電力会社が建設

するため、本事業とは別に協議が行われることに

なると考えています。 



35 

表 6-2-2(2) 行政機関からの意見と事業者の見解（地方自治体） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

２）残土処分場の設置について 

残土処分場の設置については配慮書「7-6環境への

負荷」において、『新たに残土の処分地が生じる場合

は、事前に調査検討を行い、周辺環境へ著しい影響が

生じないよう適切に対処する。』旨記載されているが、

残土処分場の設置は、事業と一体的に行われる一連の

事業であることから、処分場の設置に係る環境影響に

ついては事業実施前に予め把握しておく必要がある。

そのため、当該事業に係る残土処分場を設置する場

合、事前に当該残土処分場の設置に係る環境影響の把

握及び保全対策について取りまとめた資料を作成し、

保全対策等の内容について知事と協議するとともに、

事後の手続において報告する旨方法書に記載するこ

と。 

 

発生土処理については、有効活用の検討を進める

とともに、新たに残土処分場を設置する場合は、

計画が具体化した段階で必要に応じて関係機関等

と協議し、法令等に従い必要な手続きを行います。

＜事業実施区域（ルート）について＞ 

１）事業実施想定区域内における環境影響の把握につ

いて 

配慮書において、事業実施想定区域として幅3kmま

た、中間駅については直径5kmの円により事業実施区

域が示されていることから、現時点において周辺地域

及び環境影響を受けやすい施設（省令第1条の2第1項

第2号から4号に記載される施設等）（以下「保全対象

施設」という。）への環境影響の程度を把握すること

はできない。そのため、方法書には当該事業の実施に

係る環境影響を把握するにあたり、次の内容を反映し

た基本的な考え方を示すこと。 

（ア）ルートが明示できない場合は、保全対象施設に

最も接近した場合を想定した予測を行う。 

（イ）ルートが明示できる場合は、保全対象施設まで

の距離及び影響の程度を図表等により整理す

る。 

 

 

 

路線の位置については、環境影響評価の調査、予

測・評価の結果とともに、準備書段階で明らかに

します。その際に、保全対象施設までの距離及び

影響の程度を図表等により整理し記載します。 

２）構造物の高さについて 

甲府南部から富士川町までの明かり区間は、高架橋

又は橋梁により通過するとされているが、当該区間で

示されている事業実施想定区域が中央自動車道、中部

横断自動車道等の既存の高架橋、橋梁と交差するこ

と、配慮書（P.4-22～23）において中間駅付近は約20m

となる旨記載されていること、南アルプス部の明かり

区間（早川町湯島周辺）が早川渓谷景観保全地区内を

通過することなど、当該区間における高架橋、橋梁及

び関連施設の地上からの高さは、予測及び評価の重要

な前提条件であることから、当該区間における特徴的

な部分については、地上高さを示した図表等により概

況を示すこと。 

 

準備書段階では、橋梁等の高さを考慮した予測・

評価を行います。 

３）ルートの絞込みについて 

事業想定区域内において具体的なルートの絞込み

を行うにあたり、環境の保全の見地からの検討を行

った場合は準備書において検討過程を明らかにする

旨方法書に記載すること。 

 

総合的な観点からルートの絞込みを行い、環境影

響評価では、絞り込んだルートに対し、調査、予

測・評価を行います。 
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表 6-2-2(3) 行政機関からの意見と事業者の見解（地方自治体） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

４）南アルプス部の明かり区間 

(1)早川町内における「明かり部分」については、早

川渓谷景観保全地区であり、本県における主要な観光

地への主要なアクセスルートであることから、出現す

る構造物の形状及び色彩等については、周辺景観に十

分配慮した検討を行う旨方法書に記載すること。 

 

早川を横断する構造物の形状及び色彩等について

は、主要な眺望点からの周辺景観に十分配慮し計

画し、必要に応じて専門家の助言等を受け、予測・

評価を行います。 

(2)当該地域は、住民等の生活の場から離れているが、

野生動物等の生息環境への影響が懸念される地域で

あることから、車両の走行やトンネル突入時に想定さ

れる騒音、振動、低周波音及び微気圧波等が及ぼす野

生動物への影響について配慮した検討を行う旨方法

書に記載すること。 

野生動物への騒音や振動等の影響については、今

後専門家の助言等を受け、必要に応じて調査を行

い影響の程度を確認していくことを考えていま

す。 

２．地域特性の把握 

１）水利用 

事業実施範囲内における利水の状況については、現

在の利用状況及び将来の利用計画等について、既存資

料及び関係機関と協議を行うなかで、最新情報を把握

した上で方法書を作成すること。 

 

 

現時点で入手可能な最新情報を基に作成していま

す。 

２）文化財 

事業実施想定区域内の文化財の所在（埋蔵文化財包

蔵地を含む）、天然記念物の生息域等については、関

係地域を管轄する市町村や県が公表している最新資

料の収集及びヒアリングの実施等により、遺漏がない

よう把握すること。また、保全対策についても関係機

関と協議を行う旨を方法書に記載すること。 

 

最新資料の収集及びヒアリングの実施等、関係機

関の協力を得て遺漏がないように把握します。 

今後、調査、予測・評価を行い、保全措置が必要

な場合は、必要に応じて関係機関の意見を踏まえ

た上で準備書に記載します。 

３．環境影響要因の抽出 

対象事業実施に係る環境影響要因の抽出について

は、配慮書に記載された環境影響要因に加え、環境省

が取りまとめた「リニア中央新幹線に係る環境影響評

価審査検討調査業務報告書H23.3」の内容に配慮する

こと。 

 

環境省からの意見は国土交通省を通じて頂いてい

ます。それらについては、当社の考えと一致して

おり、本方法書において見解を示しています。 

４．調査・予測・評価の手法 

１）評価の手法 

(1)評価の手順 

対象事業による環境影響をできる限り回避、低減す

るため、良好な自然環境が残されている場所、環境基

準を十分下回っている地域等については基準への適

合状況の確認はもとより、当該地の現況環境に配慮し

た環境保全措置の検討を行うこと。 

あわせて、評価は「現況環境」、「保全措置を実施

しない場合」、「環境基準を守るための措置を講じた

場合」、「より環境影響を低減するための措置を講じ

た場合」及び「最終的に残る環境影響の程度」につい

てそれぞれ明らかにすること。 

 

 

 

評価は、調査・予測結果及び環境保全措置の検討

を行い、その結果について、事業者の実行可能な

範囲で回避又は低減がなされているか見解を明ら

かにすることにより行います。また、基準や目標

が定められている項目については、それらとの整

合が図られているかを検討します。 
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表 6-2-2(4) 行政機関からの意見と事業者の見解（地方自治体） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

(2)事業により影響を受けやすい施設に対する評価 

汚染物質の拡散、騒音、振動等の影響の範囲を図表

等により整理する場合、影響範囲内における学校・病

院等の影響を受けやすい施設の分布状況を図中に明記

し、影響の程度を明らかにすること。その際、詳細ル

ートが明らかにできない場合にあっては、当該施設に

かかる影響の程度は、最も接近した場合を想定した環

境保全対策を検討する旨を方法書に記載すること。 

なお、学校等の騒音の程度については、「特定工場

等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発

生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工

場等において発生する騒音の規制基準」（S52.2.17山

梨県告示第66号）に記載される学校保育所等の基準を

参考とすること。 

 

学校、病院等については、第4章にその分布状況

を記載しています。準備書の段階では、路線との

関係について明示し、それを考慮した予測・評価

を行います。評価にあたっては、各都県により定

められた基準等についても参考にします。 

２）評価結果のとりまとめ 

評価結果において「～への影響は小さい」旨記載さ

れている環境影響評価項目については、判断した根拠

が不明であることから、環境影響評価手続をとおして、

環境保全措置の実施による環境影響の低減の度合及び

影響は小さいと判断した理由等について、明らかにす

る旨を方法書に記載すること。 

 

準備書における予測・評価の中で、評価の判断基

準となる予測結果を記載します。調査、予測・評

価の手法については、方法書の第7章に記載して

います。 

３）環境保全措置の実施に係る考え方 

必要に応じて実施するとしている環境保全措置につ

いては、実施に当たっての具体的な条件が定められて

いないことから、環境影響評価手続を実施するなかで

条件を具体的に示すこと。 

 

環境保全措置の具体的な条件等については、今後

の環境影響評価手続きを進めていく中で適宜明

らかにします。 

４）評価の結果 

(1)騒音 

明かり区間における騒音に係る環境保全措置につい

ては、『必要な箇所に明かりフードを設置して上記基

準（案）を達成する・・・』としていることから、防

音対策が施されない明かり区間の出現が想定される。 

また、配慮書6-8に記載された騒音の予測結果は、「資

料-9.評価委員会における沿線騒音の検証状況」及び事

業者からのヒアリングの結果から、明かりフード（30cm

厚コンクリート製）による防音対策後の結果であるこ

とを確認している。 

防音対策が施されない地域においては、騒音の影響

が広範囲となり、また地域によっては地形の効果によ

ってさらに遠方まで影響が及ぶ恐れがあることから、

次の点を方法書に明記すること。 

ア）無対策時における騒音の状況について、実測値を

考慮した予測を行う旨。 

イ）明かりフードを設置するための具体的な条件を記

載する旨。 

ウ）配慮書にかかる調査の結果、方法書手続開始段階

において、あらかじめ明かりフードの設置が必要と

認められる区間を図示する旨。 

 

 

明かり区間における明かりフード等の設置の考

え方等については、準備書において記載します。

なお、騒音については、新幹線鉄道の騒音環境基

準に基づき、予測・評価を行います。 
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表 6-2-2(5) 行政機関からの意見と事業者の見解（地方自治体） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

(2)微気圧波 

微気圧波については圧力の変化による把握により

影響の評価が行われているが、微気圧波については低

周波音との関連性が指摘されていることから、環境影

響評価の実施に当たっては、低周波音の測定（1/3オ

クターブバンド周波数解析）を実施し、周波数分析を

含めた音圧レベルでの評価を検討すること。 

 

微気圧波の予測は、山梨リニア実験線における実

測値に基づく解析により行い、整備新幹線におけ

る目安値である「トンネル坑口緩衝工の設置基準

（案）」と、整合が図られているかを検討します。

(3)低周波音 

低周波音に係る環境影響要因として換気施設の稼

働のみが抽出されているが、明かり部分が高架橋、橋

梁であることから、列車の高速走行による低周波音の

発生が懸念されることから、環境要因として抽出する

こと。 

また、当該項目の調査の手法については、G特性に

よる評価を行うこととしているが、低周波音に係る苦

情等対応においては周波数分析による検討が重要と

なることから、調査においては、1/3オクターブバン

ドでの周波数分析により、事業の実施により発生する

低周波音の特徴について明らかにする旨方法書に記

載すること。 

 

列車走行時の低周波音については、浮上走行によ

り振動が小さいこと、乗り心地等を考慮して高架

橋及び橋梁の剛性を高めていること、及び山梨リ

ニア実験線における実績からも影響はないものと

考えています。 

換気施設の稼働に伴う影響に関する予測･評価は、

事例の引用又は解析により行います。 

(4)水質 

高架橋、橋梁、トンネル工事及び関連施設等の工事

により発生する地下水の公共用水域への放流につい

ては、有害物質を含む場合が想定されることから、定

期的に水質検査を実施し、排出水の状況を継続的に把

握する旨を計画段階配慮事項として方法書に記載す

ること。 

また、予測及び評価を行うに当たっては、発生する

排出水量の推計及び対応可能な処理施設の能力（放流

水質等）について検討し、その経緯を明らかにする旨

方法書に記載すること。 

 

工事により発生する濁水やコンクリート打設によ

り発生するアルカリ排水を公共用水域に放流する

場合には、必要に応じて汚水処理・濁水処理など

の適切な対策を行います。 

(5)地下水利用 

高架橋、橋梁その他の構造物の建設に伴う地下水の

流動への影響、中間駅、車両基地等における地下水の

利用による影響については、周辺の地下水の利用状況

を把握するとともに、地下水の流動、地盤沈下等につ

いて定量的な調査、予測を行う旨方法書に記載するこ

と。 

併せて、大量の地下水を利用する場合においては、

所管する市町村又は県と調整・協議を行い、適正な利

用に努めること。 

 

工事に伴う地下水への影響については、今後、明

確な影響を把握するために、必要に応じて周辺の

水利用調査を行う等、影響の程度を確認します。

また、地下水を揚水する場合は、周辺の水利用調

査を行った上で、必要に応じて関係自治体等と調

整･協議を行い、適正な利用に努めます。 

(6)土壌汚染・廃棄物等 

トンネル掘削残土については、地質的な要因により

有害物質が含有される場合があることから、定期的な

成分検査を実施するとともに、再利用又は処分先にお

ける環境影響及び取り扱い方針等について検討を行

う旨方法書に記載すること。 

 

トンネル工事については、必要に応じて掘削土に

含まれる重金属類等の調査を行い、基準不適合土

壌が発見された場合は、土壌汚染対策法に基づき

適切に処理します。 
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表 6-2-2(6) 行政機関からの意見と事業者の見解（地方自治体） 

行政機関からの意見 事業者の見解 

(7)動物・植物 

動物及び植物に対する評価（工事施工ヤード及び工

事用道路の設置）において『・・・できる限り改変面

積を小さくし、その生息環境の保全に努める。』旨の

記載については、改変区域内に生息する種の特徴に配

慮した「改変時期の設定」及び「期間の短縮」につい

ても検討する旨方法書に記載すること。 

 

今後、調査を行い、工事の実施が貴重な動植物へ

影響を及ぼす可能性がある場合は、必要に応じて

専門家の助言等を受け、適切な保全措置を講じま

す。 

(8)生態系（天然記念物の生息域） 

事業実施想定区域内に国指定天然記念物の生息域

が含まれることから、事業の改変区域内及びその周辺

における当該種の生息環境への影響（騒音、生息域分

断、利用の回避等）について、調査・予測及び評価を

実施する旨方法書に記載すること。 

また、生息環境への影響の程度については定量的な

手法により、事業実施前、実施後（保全対策なし、保

全対策実施後）について検討する旨方法書に記載する

こと。 

 

国指定の天然記念物については、今後、専門家の

助言等を受け、調査、予測･評価を行い、必要に応

じて保全措置を講じます。 

(9)景観 

景観の評価結果（P.6-68）において、明かり部、南

アルプス部ともに、「駅、橋梁等の存在により景観へ

の影響が考えられるが、今後計画を深度化する中で、

保全すべき地域の改変をできる限り小さくし、駅、橋

梁等の形状、色彩に配慮することから、景観への影響

は小さいと考えられる。」旨の記載があるが、具体的

な検討内容が記載されていないことから、方法書にお

いて、環境保全のための措置の検討経緯及びその効果

について具体的な検討を行う旨記載すること。 

また、景観の予測及び評価において、地域住民の生

活の場からの視点として、構造物に隣接する地域を評

価地点（視点場）として加える旨を方法書に明記する

こと。 

 

今後の環境影響評価手続きの中で、専門家の助言

等を受け、調査、予測・評価を行います。予測地

点については、鉄道施設の存在に係る景観への影

響を適切に予測することができる地点での眺望景

観の変化を対象とすることを考えています。 
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第7章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

 

地域の特性と事業の特性を踏まえ、事業の実施により環境に影響を及ぼすと想定される項目を抽出

し、調査、予測及び評価の手法を選定する。 

 

7-1  環境影響評価の項目の選定 

事業の実施により想定される影響要因は表 7-1-1 に示すとおりである。 

環境影響評価の項目は、国土交通省令に示す参考項目をもとに、表 7-1-1 に示す影響要因、及び

影響を受けるおそれがある環境要素に対して、法令等による規制又は目標の有無及び環境への影響

の重大性を考慮し選定した。選定した環境影響評価の項目は表 7-1-2 に、その項目を選定した理由

等は表 7-1-3 に示すとおりである。 

なお、配慮書作成時においては車上電源としてガスタービン発電装置を想定していたが、環境へ

の負荷が少ない誘導集電方式を採用することとしたため、方法書における環境影響評価項目の選定

においてはガスタービン発電装置の影響は考慮しない。 

 

表 7-1-1 想定される影響要因 

影響要因の区分 想定される影響要因 

建設機械の稼働 トンネル（山岳トンネル部、斜坑）、嵩上式（高架橋・橋梁）、地上駅、換

気施設の設置予定地点及び周辺における建設機械の稼働による影響を想

定する。 

資材及び機械の運搬に用い

る車両の運行 

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）、嵩上式（高架橋・橋梁）、地上駅、換

気施設の設置予定地点及び周辺における資材運搬等の車両の運行による

影響を想定する。 

切土工等又は既存の工作物

の除去 

嵩上式（高架橋・橋梁）、地上駅の設置予定地点及び周辺における造成工

事等に伴う影響を想定する。 

トンネルの工事 トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の掘削・構築等による影響を想定する。

工事の実

施 

工事施工ヤード及び工事用

道路の設置 

工事施工ヤード及び工事用道路の設置に伴う土地の改変による影響を想

定する。 

鉄道施設（トンネル）の存在 トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の存在による影響を想定する。 

鉄道施設（地表式又は掘割

式）の存在 

地表式又は掘割式の存在による影響を想定する。 

鉄道施設（嵩上式）の存在 嵩上式（高架橋・橋梁）の存在による影響を想定する。 

鉄道施設（駅）の存在 地上駅の存在による影響を想定する。 

鉄道施設（駅、換気施設）の

供用 

地上駅、換気施設の供用による影響を想定する。 

列車の走行（地下を走行する

場合を除く。） 

地上における列車の走行による影響を想定する。 

土地又は

工作物の

存在及び

供用 

列車の走行（地下を走行する

場合に限る。） 

地下における列車の走行による影響を想定する。 
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表 7-1-2 環境影響評価項目 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 
 

影響要因の区分 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用

い
る
車
両
の
運
行 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作

物
の
除
去 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事

用
道
路
の
設
置 

鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル)

の
存
在 

鉄
道
施
設
（
地
表
式
又
は
掘

割
式)

の
存
在 

鉄
道
施
設
（
嵩
上
式)

の
存
在 

鉄
道
施
設
（
駅
）
の
存
在 

鉄
道
施
設
（
駅
、
換
気
施
設)

の
供
用 

列
車
の
走
行
（
地
下
を
走
行

す
る
場
合
を
除
く
。) 

列
車
の
走
行
（
地
下
を
走
行

す
る
場
合
に
限
る
。) 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 
○ ○           

大気質 

粉じん等 ◎ ◎        
 
 

  

騒音 騒音 ◎ ◎     
 
 

  ○ ◎  

振動 振動 ◎ ◎    
 
 

   ○ ◎ ◎

微気圧波 微気圧波       
 
 

    ○

大気 

環境 

低周波音 低周波音       
 
 

  ○   

水の濁り   ○ ○ ○  
 
 

     
水質 

水の汚れ   ○ ○   
 
 

  ○   

水底の底質 水底の底質   ○    
 
 

     

地下水 
地下水の水質及び水

位 
   ○  ○

 
 

     

水環境 

水資源 水資源    ○  ○
 
 

     

地形及び地質 重要な地形及び地質     ○ ○ ◎ ◎ ○   
 
 

地盤 地盤沈下    ○  ○
 
 

     

土壌 土壌汚染   ○ ○   
 
 

     

日照阻害       
 
 

◎ ○    

電波障害       
 
 

○ ○    

文化財      ○ ○ ○ ○ 
 
 

  

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持を旨として調

査・予測及び評価さ

れるべき環境要素 

土 壌 に

係 る 環

境 そ の

他 の 環

境 その他の 

環境要素 

磁界       
 
 

   ○  

動物 
重要な種及び注目す

べき生息地 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○    

植物 重要な種及び群落 
 
 

 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○    

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全を旨と

して調査・予測及び

評価されるべき環境

要素 
生態系 

地域を特徴づける生

態系 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ 

 
 

  

景観 

主要な眺望点及び景

観資源並びに主要な

眺望景観 

      ◎ ◎ ○    
人と自然との豊かな

触れ合いの確保を

旨として調査・予測

及び評価されるべき

環境要素 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

主要な人と自然との

触れ合いの活動の場 
      ◎ ◎ ○    

建設工事に伴う副産

物 
  ◎ ○

 
 

       
廃棄物等 

廃棄物等         
 
 

○   

環境への負荷の量

の 程 度 に よ り 予 測

及び評価されるべき

環境要素 
温室効果ガス 温室効果ガス ○ ○   

 
 

    ○   

1.この表において「◎」は国土交通省令における参考項目、「○」は参考項目以外に事業者により追加した項目を示す。 

2.この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の走行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。 

3.この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は、希少性の観点から重要なものをいう。 

4.この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 

5.この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 

6.この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 

7.この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。 

8.この表において「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。 

9.この表において「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。 
 



 

 43

表 7-1-3(1) 環境影響評価の項目及びその選定理由等 

環境影響評価項目 

環境要素の区分 影響要因の区分 

設定

状況
環境影響評価の項目の選定又は選定しない理由 

建設機械の稼働 ○ 

建設機械の稼働に伴う排出ガス（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）が発生するお

それがあり、対象事業実施区域及びその周囲に住居等が存在することから選定し

た。 

二酸化窒素・

浮遊粒子状物

質 資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 
○ 

資材運搬等の車両の運行に伴う排出ガス（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）が発

生するおそれがあり、運行ルート沿いに住居等が存在することから選定した。

建設機械の稼働 ◎ 
建設機械の稼働に伴う粉じん等が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及び

その周囲に住居等が存在することから選定した。 

大
気
質 

粉じん等 
資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 
◎ 

資材運搬等の車両の運行に伴う粉じん等が発生するおそれがあり、運行ルート沿

いに住居等が存在することから選定した。 

建設機械の稼働 ◎ 
建設機械の稼働に伴う騒音が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及びその

周囲に住居等が存在することから選定した。 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 
◎ 

資材運搬等の車両の運行に伴う騒音が発生するおそれがあり、運行ルート沿いに

住居等が存在することから選定した。 

鉄道施設（換気施設）の

供用 
○ 

換気施設の稼働に伴う騒音が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及びその

周囲に住居等が存在することから選定した。 

騒
音 

騒音 

列車の走行（地下を走行

する場合を除く。） 
◎ 

地上における列車の走行に伴う騒音が発生するおそれがあり、対象事業実施区域

及びその周囲に住居等が存在することから選定した。 

建設機械の稼働 ◎ 
建設機械の稼働に伴う振動が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及びその

周囲に住居等が存在することから選定した。 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 
◎ 

資材運搬等の車両の運行に伴う振動が発生するおそれがあり、運行ルート沿いに

住居等が存在することから選定した。 

鉄道施設（換気施設）の

供用 
○ 

換気施設の稼働に伴う振動が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及びその

周囲に住居等が存在することから選定した。 

列車の走行（地下を走行

する場合を除く。） 
◎ 

地上における列車の走行に伴う振動が発生するおそれがあり、対象事業実施区域

及びその周囲には住居等が存在していることから選定した。 

振
動 

振動 

列車の走行（地下を走行

する場合に限る。） 
◎ 

地下における列車の走行に伴い土被りが小さい箇所において振動が発生するお

それがあり、対象事業実施区域及びその周囲に住居等が存在することから選定し

た。 

微気

圧波 
微気圧波 

列車の走行（地下を走行

する場合に限る。） 
○ 

地下における列車の走行に伴い山岳トンネルの坑口付近（斜坑を含む）において

微気圧波が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及びその周囲に住居等が存

在することから選定した。 

大
気
環
境 

低周

波音 
低周波音 

鉄道施設（換気施設）の

供用 
○ 

換気施設の稼働に伴う低周波音が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及び

その周囲に住居等が存在することから選定した。 

切土工等又は既存の工

作物の除去 
○ 

高架橋・橋梁、地上駅の工事に伴う濁水により水の濁りが発生するおそれがある

ことから選定した。 

トンネルの工事 ○ 
トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴うトンネル坑口部及び斜坑からの

排水により水の濁りが発生するおそれがあることから選定した。 
水の濁り 

工事施工ヤード及び工

事用道路の設置 
○ 

工事施工ヤード及び工事用道路の設置に伴う土地の改変により水の濁りが発生

するおそれがあることから選定した。 

切土工等又は既存の工

作物の除去 
○ 

高架橋・橋梁、地上駅の工事に伴う排水により水の汚れが発生するおそれがある

ことから選定した。 

トンネルの工事 ○ 
トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴うトンネル坑口部及び斜坑からの

排水により水の汚れが発生するおそれがあることから選定した。 

水
質 

水の汚れ 

鉄道施設（駅）の供用 ○ 
地上駅の供用に伴う排水により水の汚れが発生するおそれがあることから選定

した。 

水底

の 

底質 

水底の底質 
切土工等又は既存の工

作物の除去 
○ 橋梁の工事に伴い水底の底質への影響のおそれがあることから選定した。 

トンネルの工事 ○ 
トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴い地下水への影響のおそれがある

ことから選定した。 地
下
水 

地下水の水質

及び水位 鉄道施設（トンネル）の

存在 
○ 

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の存在に伴い地下水への影響のおそれがある

ことから選定した。 

トンネルの工事 ○ 
トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴い水資源への影響のおそれがある

ことから選定した。 

水
環
境 

水
資
源 

水資源 
鉄道施設（トンネル）の

存在 
○ 

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の存在に伴い水資源への影響のおそれがある

ことから選定した。 

 



 

 44

表 7-1-3(2) 環境影響評価の項目及びその選定理由等 

環境影響評価項目 

環境要素の区分 影響要因の区分 

設定

状況
環境影響評価の項目の選定又は選定しない理由 

工事施工ヤード及び工

事用道路の設置 
○

工事施工ヤード及び工事用道路の設置に伴う土地の改変により重要な地形及び

地質への影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（トンネル）の

存在 
○

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の存在に伴う土地の改変により重要な地形

及び地質への影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（地表式又は掘

割式）の存在 
◎

地表式又は掘割式の存在に伴う土地の改変より重要な地形及び地質への影響の

おそれがあることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
◎

高架橋・橋梁の存在に伴う土地の改変により重要な地形及び地質への影響のお

それがあることから選定した。 

地
形
・
地
質 

重要な地形及

び地質 

鉄道施設（駅）の存在 ○
地上駅の存在に伴う土地の改変により重要な地形及び地質への影響のおそれが

あることから選定した。 

トンネルの工事 ○
トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴い地盤沈下が発生するおそれが

あることから選定した。 
地盤 地盤沈下 

鉄道施設（トンネル）の

存在 
○

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の存在に伴い地盤沈下が発生するおそれが

あることから選定した。 

切土工等又は既存の工

作物の除去 
○

高架橋・橋梁、地上駅の工事に伴う発生土により土壌汚染のおそれがあること

から選定した。 
土壌 土壌汚染 

トンネルの工事 ○
トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴う発生土により土壌汚染のおそ

れがあることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
◎

高架橋・橋梁の存在に伴い日照阻害が発生するおそれがあり、対象事業実施区

域及びその周囲に住居等が存在することから選定した。 
日照阻害 

鉄道施設（駅）の存在 ○
地上駅の存在に伴い日照阻害が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及び

その周囲に住居等が存在することから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
○

高架橋・橋梁の存在に伴い電波障害が発生するおそれがあり、対象事業実施区

域及びその周囲に住居等が存在することから選定した。 
電波障害 

鉄道施設（駅）の存在 ○
地上駅の存在に伴い電波障害が発生するおそれがあり、対象事業実施区域及び

その周囲に住居等が存在することから選定した。 

鉄道施設（トンネル）の

存在 
○

トンネル（トンネル坑口部、斜坑）の存在に伴う土地の改変により文化財への

影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（地表式又は掘

割式）の存在 
○

地表式又は掘割式の存在に伴う土地の改変により文化財への影響のおそれがあ

ることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
○

高架橋・橋梁の存在に伴う土地の改変により文化財への影響のおそれがあるこ

とから選定した。 

文化財 

鉄道施設（駅）の存在 ○
地上駅の存在に伴う土地の改変により文化財への影響のおそれがあることから

選定した。 

土
壌
に
係
る
環
境
そ
の
他
環
境 

そ の

他 の

環 境

要素 

磁界 
列車の走行（地下を走行

する場合を除く。） 
○

地上における列車の走行に伴い列車の近傍において磁界が発生するおそれがあ

り、対象事業実施区域及びその周囲に住居等が存在することから選定した。 
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表 7-1-3(3) 環境影響評価の項目及びその選定理由等 

環境影響評価項目 

環境要素の区分 影響要因の区分 

設定

状況
環境影響評価の項目の選定又は選定しない理由 

建設機械の稼働 ○ 
建設機械の稼働に伴う騒音・振動等により対象事業実施区域及びその周囲で重要な

種及び注目すべき生息地への影響のおそれがあることから選定した。 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 
○ 

資材運搬等の車両の運行に伴う騒音・振動等により対象事業実施区域及びその周囲

で重要な種及び注目すべき生息地への影響のおそれがあることから選定した。 

切土工等又は既存の工

作物の除去 
○ 

地上駅、高架橋・橋梁の工事に伴う排水等により対象事業実施区域及びその周囲で

重要な種及び注目すべき生息地への影響のおそれがあることから選定した。 

トンネルの工事 ○ 

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴うトンネル坑口部及び斜坑からの排

水等により対象事業実施区域及びその周囲で重要な種及び注目すべき生息地への

影響のおそれがあることから選定した。 

工事施工ヤード及び工

事用道路の設置 
○ 

工事施工ヤード及び工事用道路の設置に伴う土地の改変により対象事業実施区域

及びその周囲で重要な種及び注目すべき生息地への影響のおそれがあることから

選定した。 

鉄道施設（トンネル）の

存在 
○ 

トンネル（トンネル坑口部、斜坑）の存在に伴う土地の改変及び地下水位等の変化

により対象事業実施区域及びその周囲で重要な種及び注目すべき生息地への影響

のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（地表式又は掘

割式）の存在 
◎ 

地表式又は掘割式の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲

で重要な種及び注目すべき生息地への影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
◎ 

高架橋・橋梁の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲で重要

な種及び注目すべき生息地への影響のおそれがあることから選定した。 

動物 

重要な種及び

注目すべき生

息地 

鉄道施設（駅）の存在 ○ 
地上駅の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲で重要な種

及び注目すべき生息地への影響のおそれがあることから選定した。 

切土工等又は既存の工

作物の除去 
○ 

高架橋・橋梁、地上駅の工事に伴う排水等により対象事業実施区域及びその周囲で

重要な種及び群落への影響のおそれがあることから選定した。 

トンネルの工事 ○ 

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴うトンネル坑口部及び斜坑からの排

水等により対象事業実施区域及びその周囲で重要な種及び群落への影響のおそれ

があることから選定した。 

工事施工ヤード及び工

事用道路の設置 
○ 

工事施工ヤード及び工事用道路の設置に伴う土地の改変により対象事業実施区域

及びその周囲で重要な種及び群落への影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（トンネル）の

存在 
○ 

トンネル（トンネル坑口部、斜坑）の存在に伴う土地の改変及び地下水位等の変化

により対象事業実施区域及びその周囲で重要な種及び群落への影響のおそれがあ

ることから選定した。 

鉄道施設（地表式又は掘

割式）の存在 
◎ 

地表式又は掘割式の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲

で重要な種及び群落への影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
◎ 

高架橋・橋梁の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲で重要

な種及び群落への影響のおそれがあることから選定した。 

植物 
重要な種及び

群落 

鉄道施設（駅）の存在 ○ 
地上駅の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲で重要な種

及び群落への影響のおそれがあることから選定した。 

建設機械の稼働 ○ 
建設機械の稼働に伴う騒音・振動等により対象事業実施区域及びその周囲で地域を

特徴づける生態系への影響のおそれがあることから選定した。 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 
○ 

資材運搬等の車両の運行に伴う騒音・振動等により対象事業実施区域及びその周囲

で地域を特徴づける生態系への影響のおそれがあることから選定した。 

切土工等又は既存の工

作物の除去 
○ 

高架橋・橋梁、地上駅の工事に伴う排水等により対象事業実施区域及びその周囲で

地域を特徴づける生態系への影響のおそれがあることから選定した。 

トンネルの工事 ○ 

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴うトンネル坑口部及び斜坑からの排

水等により対象事業実施区域及びその周囲で地域を特徴づける生態系への影響の

おそれがあることから選定した。 

工事施工ヤード及び工

事用道路の設置 
○ 

工事施工ヤード及び工事用道路の設置に伴う土地の改変により対象事業実施区域

及びその周囲で地域を特徴づける生態系への影響のおそれがあることから選定し

た。 

鉄道施設（トンネル）の

存在 
○ 

トンネル（トンネル坑口部、斜坑）の存在に伴う土地の改変及び地下水位等の変化

により対象事業実施区域及びその周囲で地域を特徴づける生態系への影響のおそ

れがあることから選定した。 

鉄道施設（地表式又は掘

割式）の存在 
◎ 

地表式又は掘割式の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲

で地域を特徴づける生態系への影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
◎ 

高架橋・橋梁の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲で地域

を特徴づける生態系への影響のおそれがあることから選定した。 

生態系 
地域を特徴づ

ける生態系 

鉄道施設（駅）の存在 ○ 
地上駅の存在に伴う土地の改変により対象事業実施区域及びその周囲で地域を特

徴づける生態系への影響のおそれがあることから選定した。 

 



 

 46

表 7-1-3(4) 環境影響評価の項目及びその選定理由等 

環境影響評価項目 

環境要素の区分 影響要因の区分 

設定

状況
環境影響評価の項目の選定又は選定しない理由 

鉄道施設（地表式又は掘

割式）の存在 
◎ 

地表式又は掘割式の存在に伴い主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

への影響のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
◎ 

高架橋・橋梁の存在に伴い主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影

響のおそれがあることから選定した。 
景観 

主要な眺望点

及び景観資源

並びに主要な

眺望景観 
鉄道施設（駅）の存在 ○ 

地上駅の存在に伴い主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響の

おそれがあることから選定した。 

鉄道施設（地表式又は掘

割式）の存在 
◎ 

地表式又は掘割式の存在に伴い主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

のおそれがあることから選定した。 

鉄道施設（嵩上式）の存

在 
◎ 

高架橋・橋梁の存在に伴い主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響のおそ

れがあることから選定した。 

人 と 自

然 と の

触 れ 合

い の 活

動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

鉄道施設（駅）の存在 ○ 
地上駅の存在に伴い主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響のおそれが

あることから選定した。 

切土工等又は既存の工

作物の除去 
◎ 

高架橋・橋梁、地上駅の工事に伴い建設発生土及び建設廃棄物が発生するおそれが

あることから選定した。 建設工事に伴

う副産物 
トンネルの工事 ○ 

トンネル（山岳トンネル部、斜坑）の工事に伴い建設発生土及び建設廃棄物が発生

するおそれがあることから選定した。 

廃 棄 物

等 

廃棄物等 鉄道施設（駅）の供用 ○ 地上駅の供用に伴い一般廃棄物が発生するおそれがあることから選定した。 

建設機械の稼働 ○ 建設機械の稼働に伴い温室効果ガスが発生するおそれがあることから選定した。

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 
○ 

資材運搬等の車両の運行に伴い温室効果ガスが発生するおそれがあることから選

定した。 

温 室 効

果ガス 
温室効果ガス 

鉄道施設（駅）の供用 ○ 地上駅の供用に伴い温室効果ガスが発生するおそれがあることから選定した。 

1.この表において「◎」は国土交通省令における参考項目、「○」は参考項目以外に事業者により追加した項目を示す。 

2.この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の走行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。 

3.この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は、希少性の観点から重要なも

のをいう。 

4.この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は、地域の象徴であることその他の理

由により注目すべき生息地をいう。 

5.この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 

6.この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 

7.この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場

をいう。 

8.この表において「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。 

9.この表において「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。 
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7-2  調査、予測及び評価の手法の選定並びにその選定理由 

本事業の実施に伴い、駅やトンネルなど、様々な施設を設置する予定である。これらの施設等の

位置、規模等については、計画を具体化し、適切な調査、予測・評価を行う。施設毎の標準的な調

査項目、地点数等を表 7-2-1～表 7-2-3 に示す。今後の現地調査の実施にあたっては、施設の位置・

規模、地域特性や専門家の意見等を踏まえ、調査項目、地点等を設定することとする。 

環境影響評価の項目についての調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由を表 7-2-4 に示す。

なお、表 7-2-4 に示す調査地点数は、今後の計画の具体化に伴い、増減の可能性がある。 

 

 

 なお、山梨リニア実験線については、営業線仕様に向けた改変による影響及び列車の走行による影

響について、調査、予測及び評価を行う。 
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【トンネル坑口及び明かり部周辺】 

 トンネル坑口及び明かり部周辺の現地調査の考え方を表 7-2-1 に示す。なお、調査地点は基本を示

したものであり、地域の状況により増減の可能性がある。 

 

表 7-2-1 トンネル坑口及び明かり部周辺の現地調査の考え方 

環境要素 調査項目 調査地点及び範囲設定の考え方 調査頻度・期間 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

一般環境大気：トンネル坑口部・明かり部の工事を対象に、民家、集落等の

代表的な保全対象が存在する箇所に原則 1 地点設定。 

道路沿道大気：トンネル坑口部・明かり部の工事を対象に、工事用車両の運

行が想定されるルート沿いの民家、集落等の代表的な保全対

象が存在する箇所に原則 1 地点設定。 

連続 1 週間×4 季大気質 

気象（風向・風速） 一般環境大気と同様。 連続 1 週間×4 季

騒音 騒音レベル 

（道路交通騒音測定

時には、交通量も同時

観測） 

一般環境騒音：トンネル坑口部・明かり部の工事及び列車の走行を対象に、

民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に原則 1 地

点設定。 

道路交通騒音：トンネル坑口部・明かり部の工事を対象に、工事用車両の運

行が想定されるルート沿いの民家、集落等の代表的な保全対

象が存在する箇所に原則 1 地点設定。 

平日の 1 日（24

時間）×1 回 

振動レベル 

（道路交通振動測定

時には、交通量も同時

観測） 

一般環境振動：トンネル坑口部・明かり部の工事及び列車の走行を対象に、

民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に原則 1 地

点設定。 

道路交通振動：トンネル坑口部・明かり部の工事を対象に、工事用車両の運

行が想定されるルート沿いの民家、集落等の代表的な保全対

象が存在する箇所に原則 1 地点設定。 

平日の 1 日（24

時間）×1 回 

振動 

地盤卓越振動数 道路交通振動と同様。 大型車通過 10 台

対象 

水質 水の濁り（浮遊物質量

(SS)） 

水の汚れ（水素イオン

濃度(pH)） 

流量 

トンネル坑口部・明かり部の工事を対象に、工事実施箇所の下流域の主要河

川を基本に原則 1 地点設定。 

低水時及び豊水

時の 2 回 

電波障害 画質評価、電界強度 明かり部の存在を対象に、民家、集落等保全対象が存在する箇所における影

響範囲を想定して複数地点設定。 

1 回 

動物、植物、

生態系 

 

哺乳類、鳥類、両生類、

爬虫類、昆虫類、魚類、

底生動物、植物相及び

植生 

トンネル坑口部・明かり部の工事及び存在を対象に、周辺の地形等の条件を

勘案して、その地域を代表する動植物の生息・生育環境を網羅できると考え

られる範囲に設定。調査範囲は、土地改変区域から概ね 600m の範囲を想定。

（猛禽類は「猛禽類保護の進め方（環境庁）」に基づく。） 

対象により適期 

景観 眺望景観の状況 明かり部の存在を対象に、不特定多数の人が眺望景観を楽しむために利用す

る地点、かつ対象となる構造物を眺望可能な箇所に設定。 

主要な眺望点の

状況を踏まえ、1

年間における適

切な時期 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

利用の状況及び利用

環境 

明かり部の存在を対象に、周辺に分布する人と自然との触れ合いの活動の場

に調査地点を設定。調査範囲は、土地改変区域から概ね 600m の範囲を想定。 

場の状況を踏ま

え、1 年間におけ

る適切な時期 

注 1.河川内橋梁工事にて、河床掘削を行う箇所については、底質の測定を 1 回実施する。 
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【地上駅周辺】 

地上駅周辺の現地調査の考え方を表 7-2-2 に示す。なお、調査地点は基本を示したものであり、地

域の状況により増減の可能性がある。 

 

表 7-2-2 地上駅周辺の現地調査の考え方 

環境要素 調査項目 調査地点及び範囲設定の考え方 調査頻度・期間 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

一般環境大気：地上駅の工事を対象に、民家、集落等の代表的な保全対象が

存在する箇所に原則 1 地点設定。 

道路沿道大気：地上駅の工事を対象に、工事用車両の運行が想定されるルー

ト沿いの民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に

原則 1 地点設定。 

連続 1 週間×4 季大気質 

気象（風向・風速） 一般環境大気と同様。 連続 1 週間×4 季

騒音 騒音レベル 

（道路交通騒音測定

時には、交通量も同

時観測） 

一般環境騒音：地上駅の工事及び列車の走行を対象に、民家、集落等の代表

的な保全対象が存在する箇所に原則 1 地点設定。 

道路交通騒音：地上駅の工事を対象に、工事用車両の運行が想定されるルー

ト沿いの民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に

原則 1 地点設定。 

平日の 1 日（24

時間）×1 回 

振動レベル 

（道路交通振動測定

時には、交通量も同

時観測） 

一般環境振動：地上駅の工事及び列車の走行を対象に、民家、集落等の代表

的な保全対象が存在する箇所に原則 1 地点設定。 

道路交通振動：地上駅の工事を対象に、工事用車両の運行が想定されるルー

ト沿いの民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に

原則 1 地点設定。 

平日の 1 日（24

時間）×1 回 

振動 

地盤卓越振動数 道路交通振動と同様。 大型車通過 10 台

対象 

水質 水の濁り（浮遊物質

量(SS)） 

水の汚れ（水素イオン

濃度(pH)、生物化学的

酸素要求量(BOD)） 

流量 

地上駅の工事及び供用を対象に、工事実施箇所の下流域の主要河川を基本に

原則 1 地点設定。 

低水時及び豊水

時の 2 回 

電波障害 画質評価、電界強度 地上駅の存在を対象に、民家、集落等保全対象が存在する箇所における影響

範囲を想定して複数地点設定。 

1 回 

動物、植物、

生態系 

 

哺乳類、鳥類、両生

類、爬虫類、昆虫類、

魚類、底生動物、植

物相及び植生 

地上駅の工事及び存在を対象に、周辺の地形等の条件を勘案して、その地域

を代表する動植物の生息・生育環境を網羅できると考えられる範囲に設定。

調査範囲は、土地改変区域から概ね 600m の範囲を想定。（猛禽類は「猛禽類

保護の進め方（環境庁）」に基づく。） 

対象により適期 

景観 眺望景観の状況 地上駅の存在を対象に、不特定多数の人が眺望景観を楽しむために利用する

地点、かつ対象となる構造物を眺望可能な箇所に設定。 

主要な眺望点の

状況を踏まえ、1

年間における適

切な時期 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

利用の状況及び利用

環境 

地上駅の存在を対象に、周辺に分布する人と自然との触れ合いの活動の場に

調査地点を設定。調査範囲は、土地改変区域から概ね 600m の範囲を想定。 

場の状況を踏ま

え、1 年間におけ

る適切な時期 

注 1.河川内橋梁工事にて、河床掘削を行う箇所については、底質の測定を 1 回実施する。 
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【山岳トンネル斜坑坑口周辺】 

山岳トンネル斜坑坑口周辺の現地調査の考え方を表 7-2-3 に示す。なお、調査地点は基本を示した

ものであり、地域の状況により増減の可能性がある。 

 

表 7-2-3 山岳トンネル斜坑坑口周辺の現地調査地点の考え方 

環境要素 調査項目 調査地点及び範囲設定の考え方 調査頻度・期間 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

一般環境大気：斜坑等の工事を対象に、民家、集落等の代表的な保全対象が

存在する箇所に原則 1 地点設定。 

道路沿道大気：斜坑等の工事を対象に、工事用車両の運行が想定されるルー

ト沿いの民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に

原則 1 地点設定。 

連続 1 週間×4 季大気質 

気象（風向・風速） 一般環境大気と同様。 連続 1 週間×4 季

騒音 騒音レベル 

（道路交通騒音測定

時には、交通量も同時

観測） 

一般環境騒音：斜坑等の工事を対象に、民家、集落等の代表的な保全対象が

存在する箇所に原則 1 地点設定。 

道路交通騒音：斜坑等の工事を対象に、工事用車両の運行が想定されるルー

ト沿いの民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に

原則 1 地点設定。 

平日の 1 日（24

時間）×1 回 

振動レベル 

（道路交通振動測定

時には、交通量も同時

観測） 

一般環境騒音：斜坑等の工事を対象に、民家、集落等の代表的な保全対象が

存在する箇所に原則 1 地点設定。 

道路交通騒音：斜坑等の工事を対象に、工事用車両の運行が想定されるルー

ト沿いの民家、集落等の代表的な保全対象が存在する箇所に

原則 1 地点設定。 

平日の 1 日（24

時間）×1 回 

振動 

地盤卓越振動数 道路交通振動と同様。 大型車通過 10 台

対象 

水質 水の濁り（浮遊物質量

(SS)） 

水の汚れ（水素イオン

濃度(pH)） 

流量 

斜坑等の工事を対象に、工事実施箇所の下流域の主要河川を基本に原則 1 地

点設定。 

低水時及び豊水

時の 2 回 

地下水 地下水の水質（水温、

pH、透視度、電気伝導

度）及び水位 

斜坑等の工事及び存在を対象に、周辺で民家、集落等保全対象が存在する箇

所の地下水利用状況等を考慮し、現況を適切に把握できる地区に設定。 

地下水質：1 回 

地下水位：4 季 

動物、植物、

生態系 

 

哺乳類、鳥類、両生類、

爬虫類、昆虫類、魚類、

底生動物、植物相及び

植生 

斜坑等の工事及び存在を対象に、周辺の地形等の条件を勘案して、その地域

を代表する動植物の生息・生育環境を網羅できると考えられる範囲に設定。

調査範囲は、土地改変区域から概ね 600m の範囲を想定。（猛禽類は「猛禽類

保護の進め方（環境庁）」に基づく。） 

対象により適期 

注 1.斜坑の周辺に民家、集落等の保全対象が存在しない場合、一般環境大気、一般環境騒音、一般環境振動は測定しない。 

注 2.斜坑坑口には、換気施設を設ける箇所と設けない箇所がある。 
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表 7-2-4(1) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・建設機械の 
 稼働 

1.調査すべき項目 
 気象(風向・風速) 

窒素酸化物及び浮遊粒子状
物質 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域気象観測所における気象

観測データ(過去 10 ヶ年分)
等の収集・整理 

（現地調査） 
・気象：「地上気象観測指針」

に準拠 
・窒素酸化物及び浮遊粒子状物

質：環境基準の告示に準拠 
3.調査地域  

建設機械の稼働に係る影響
を受けるおそれがあると認め
られる地域 
4.調査地点 

現況を適切に把握すること
ができる地点（概ね 10 地点程
度） 
5.調査期間等 

連続 1 週間×4 季 

1.予測項目 
 建設機械の稼働に係
る二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質 
2.予測の基本的な手法 
 プルーム式・パフ式(1) 
3.予測地域  

調査地域と同様 
4.予測地点 
 二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討 

・「二酸化窒素に
係 る 環 境 基
準」 

・「大気汚染に係
る環境基準」

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

大
気
環
境 

大
気
質 

二酸化
窒素 
浮遊粒
子状物
質 

工事の実施 
・資材及び機

械の運搬に
用いる車両
の運行 

 

1.調査すべき項目 
 気象(風向・風速) 

窒素酸化物及び浮遊粒子状
物質 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域気象観測所における気象

観測データ(過去 10 ヶ年分)
等の収集・整理 

（現地調査） 
・気象：「地上気象観測指針」

に準拠 
・窒素酸化物及び浮遊粒子状物

質：環境基準の告示に準拠 
3.調査地域  

資材運搬等の車両の運行に
係る影響を受けるおそれがあ
ると認められる地域 
4.調査地点 

現況を適切に把握すること
ができる地点（概ね 10 地点程
度） 
5.調査期間等 
 連続 1 週間×4 季 

1.予測項目 
 資材運搬等の車両の
運行に係る二酸化窒素
及び浮遊粒子状物質 
2.予測の基本的な手法 
 プルーム式・パフ式 
3.予測地域  

調査地域と同様 
4.予測地点 
 二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討 

・「二酸化窒素に
係 る 環 境 基
準」 

・「大気汚染に係
る環境基準」

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

                             
(1) プルーム式・パフ式：大気汚染物質が発生源から拡散する状況を求めるための計算式。予測地点の風の状況をもと

に、有風時はプルーム式、弱風時はパフ式を用いて予測し、結果を合わせることにより、予測地点における大気汚染

物質濃度の年平均値を定量的に算出することができる。 
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表 7-2-4(2) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・建設機械の

稼働 
 

1.調査すべき項目 
 気象(風向・風速) 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域気象観測所における気象

観測データ(過去 10 ヶ年分)
等の収集・整理 

（現地調査） 
・「地上気象観測指針」に準拠 
3.調査地域  

建設機械の稼働に係る影響
を受けるおそれがあると認め
られる地域 
4.調査地点 

現況を適切に把握すること
ができる地点（「二酸化窒素、
浮遊粒子状物質」に記載した調
査地点に含む。） 
5.調査期間等 
 連続 1 週間×4 季 

1.予測項目 
 建設機械の稼働に係
る粉じん等 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 粉じん等の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・「建設工事に伴
う粉じん等の
予測・評価手
法について」

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

大
気
環
境 

大
気
質 

粉じん
等 

工事の実施 
・資材及び機

械の運搬に
用いる車両
の運行 

 

1.調査すべき項目 
 気象(風向・風速) 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域気象観測所における気象

観測データ(過去 10 ヶ年分)
等の収集・整理 

（現地調査） 
・「地上気象観測指針」に準拠 
3.調査地域  

資材運搬等の車両の運行に
係る影響を受けるおそれがあ
ると認められる地域 
4.調査地点 

現況を適切に把握すること
ができる地点（「二酸化窒素、
浮遊粒子状物質」に記載した調
査地点に含む。） 
5.調査期間等 
 連続 1 週間×4 季 

1.予測項目 
 資材運搬等の車両の
運行に係る粉じん等 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 粉じん等の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・「建設工事に伴
う粉じん等の
予測・評価手
法について」

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

注 2.評価の手法の「参考」は、国又は地方公共団体による環境保全の観点からの施策による基準又は目標が定められ

ていないため、事業者が参考として定め、整合が図られているかを検討する基準等を示す。 
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表 7-2-4(3) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

建設工
事騒音 

工事の実施 
・建設機械の

稼働 
 

1.調査すべき項目 
 環境騒音、地表面の状況 
2.調査の基本的な手法 
（現地調査） 
・環境騒音：「騒音に係る環境

基準」に準拠 
・地表面の状況：現地踏査 
3.調査地域 

建設機械の稼働に係る影響
を受けるおそれがあると認め
られる地域 
4.調査地点 

環境騒音の現況を適切に把
握することができる地点（概ね
10 地点程度） 
5.調査期間等 

平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 建設機械の稼働に係
る騒音 
2.予測の基本的な手法 
 音の伝搬理論に基づ
く予測式(ASJ CN-Model 
2007(2)) 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 騒音の影響を適切に
予測することができる
地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討 

・「特定建設作業
に伴って発生
する騒音の規
制に関する基
準」 

・各地方公共団
体により定め
られる基準等

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

大
気
環
境 

騒
音 

道路交
通騒音 

工事の実施 
・資材及び機

械の運搬に
用いる車両
の運行 

 

1.調査すべき項目 
 道路交通騒音、沿道の状況 
2.調査の基本的な手法 
（現地調査） 
・道路交通騒音：「騒音に係る

環境基準」に準拠 
・沿道の状況：地表面の状況、

土地利用の状況は現地踏査、
交通量の状況は 2車種分類に
よるカウンター計測 

3.調査地域 
 資材運搬等の車両の運行に
係る騒音の影響を受けるおそ
れがあると認められる地域 
4.調査地点 

道路交通騒音の現況を適切
に把握することができる地点
（概ね 10 地点程度） 
5.調査期間等 

平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 資材運搬等の車両の
運行に係る騒音 
2.予測の基本的な手法 
 既存道路の現況の等
価騒音レベルに、資材
運搬等の車両の影響を
加味した予測手法（ASJ 
RTN-Model 2008(3)） 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 騒音の影響を適切に
予測することができる
地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 
 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討 

・「騒音に係る環
境基準」 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

                             
(2) ASJ CN-Model 2007：建設工事騒音を予測するための計算式。騒音の発生源となる建設機械の状況等をもとに、予

測地点における建設機械の稼働に伴う騒音の程度を算出することができる。 
(3) ASJ RTN-Model 2008：道路交通騒音を予測するための計算式。道路を走行する車両の種類や台数、路面の舗装状況

等をもとに、予測地点における車両の走行に伴う騒音の程度を算出することができる。 
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表 7-2-4(4) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

換気施
設騒音 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(換気施設)
の供用 

1.調査すべき項目 
 環境騒音、地表面の状況 
2.調査の基本的な手法 
（現地調査） 
・環境騒音：「騒音に係る環境

基準」に準拠 
・地表面の状況：現地踏査 
3.調査地域 
 鉄道施設の供用に係る騒音
の影響を受けるおそれがある
と認められる地域 
4.調査地点 

環境騒音の現況を適切に把
握することができる地点（「建
設機械の稼働」に記載した調査
地点に含む。） 
5.調査期間等 
 平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 鉄道施設の供用に係
る騒音 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 騒音の影響を適切に
予測することができる
地点 
5.予測対象時期 
 鉄道施設の供用が定
常状態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・「特定工場等に
おいて発生す
る騒音の規制
に 関 す る 基
準」 

・各地方公共団
体により定め
られる基準等

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

大
気
環
境 

騒
音 

列車走
行騒音 

存在及び供用 
・列車の走行

(地下を走
行する場合
を除く。) 

1.調査すべき項目 
 環境騒音、地表面の状況 
2.調査の基本的な手法 
（現地調査） 
・環境騒音：「騒音に係る環境

基準」に準拠 
・地表面の状況：現地踏査 
3.調査地域 

列車の走行に係る騒音の影
響を受けるおそれがあると認
められる地域 
4.調査地点 

環境騒音の現況を適切に把
握することができる地点（「建
設機械の稼働」に記載した調査
地点に含む。） 
5.調査期間等 
 平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 列車の走行に係る騒
音 
2.予測の基本的な手法 
 山梨リニア実験線に
おける事例の引用又は
解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 騒音の影響を適切に
予測することができる
地点 
5.予測対象時期 
 列車の走行が定常状
態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・「新幹線鉄道騒
音に係る環境
基準」 

調査；一
般的に広
く用いら
れている
手法 
予測・評
価；山梨
リニア実
験線にお
ける事例
の引用 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

注 2.評価の手法の「参考」は、国又は地方公共団体による環境保全の観点からの施策による基準又は目標が定められ

ていないため、事業者が参考として定め、整合が図られているかを検討する基準等を示す。 
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表 7-2-4(5) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

建設工
事振動 
 

工事の実施 
・建設機械の

稼働 
 

1.調査すべき項目 
 環境振動、地盤の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地盤の状況：文献、資料の収

集・整理 
（現地調査） 
・環境振動：「JIS Z 8735」に

準拠 
3.調査地域 
 建設機械の稼働に係る振動
の影響を受けるおそれがある
と認められる地域 
4.調査地点 

環境振動の現況を適切に把
握することができる地点（環境
騒音と同様） 
5.調査期間等 
 平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 建設機械の稼働に係
る振動 
2.予測の基本的な手法 
 振動の伝搬理論に基
づく予測式 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 振動の影響を適切に
予測することができる
地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討 

・「特定建設作業
に規制に関す
る基準」 

・各地方公共団
体により定め
られる基準等

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

道路交
通振動 

工事の実施 
・資材及び機

械の運搬に
用いる車両
の運行 

 

1.調査すべき項目 
 道路交通振動、地盤の状況 
2.調査の基本的な手法 
（現地調査） 
・道路交通振動：振動規制法施

行規則に準拠 
・地盤の状況：地盤卓越振動数

の測定を行う。 
3.調査地域 
 資材運搬等の車両の運行に
係る振動の影響を受けるおそ
れがあると認められる地域 
4.調査地点 

道路交通振動の現況を適切
に把握することができる地点
（道路交通騒音と同様） 
5.調査期間等 
 平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 資材運搬等の車両の
運行に係る振動 
2.予測の基本的な手法 
 既存道路の現況の振
動レベルに、資材運搬
等の車両の影響を加味
した予測手法（振動レ
ベルの 80%レンジの上
端値を予測するための
式） 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 振動の影響を適切に
予測することができる
地点 
5.予測対象時期 
 工事の最盛期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討 

・「道路交通振動
の限度」 

・各地方公共団
体により定め
られる基準等

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

大
気
環
境 

振
動 

換気施
設振動 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(換気施設)
の供用 

1.調査すべき項目 
 環境振動、地盤の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地盤の状況：文献、資料の収

集・整理 
（現地調査） 
・環境振動：「JIS Z 8735」に

準拠 
3.調査地域 
 鉄道施設の供用に係る振動
の影響を受けるおそれがある
と認められる地域 
4.調査地点 

環境振動の現況を適切に把
握することができる地点（環境
騒音と同様） 
5.調査期間等 
 平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 鉄道施設の供用に係
る振動 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 振動の影響を適切に
予測することができる
地点 
5.予測対象時期 
 鉄道施設の供用が定
常状態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・「特定工場等に
おいて発生す
る振動の規制
に 関 す る 基
準」 

・各地方公共団
体により定め
られる基準等

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

注 2.評価の手法の「参考」は、国又は地方公共団体による環境保全の観点からの施策による基準又は目標が定められ

ていないため、事業者が参考として定め、整合が図られているかを検討する基準等を示す。 
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表 7-2-4(6) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

振
動 

列車走
行振動 

存在及び供用 
・列車の走行

(地下を走
行する場合
を除く。) 

・列車の走行
(地下を走
行する場合
に限る。) 

1.調査すべき項目 
 環境振動、地盤の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地盤の状況：文献、資料の収

集・整理 
（現地調査） 
・環境振動：「JIS Z 8735」に

準拠 
3.調査地域 
 列車の走行に係る振動の影
響を受けるおそれがあると認
められる地域 
4.調査地点 

環境振動の現況を適切に把
握することができる地点（環境
騒音と同様） 
5.調査期間等 
 平日の 1 日(24 時間)×1 回 

1.予測項目 
 列車の走行に係る振
動 
2.予測の基本的な手法 

山梨リニア実験線に
おける事例の引用又は
解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 振動の影響を適切に
予測することができる
地点 5.予測対象時期 
 列車の走行が定常状
態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・「環境保全上
緊急を要する
新幹線鉄道振
動対策につい
て(勧告)」 

調査；一
般的に広
く用いら
れている
手法 
予測・評
価；山梨
リニア実
験線にお
ける事例
の引用 

微
気
圧
波 

微気圧
波 

存在及び供用 
・列車の走行

(地下を走
行する場合
に限る。) 

1.調査すべき項目 
 土地利用の状況、地形の状況
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地形図、都市計画図、住宅地

図及び航空写真等の資料の
収集・整理 

・必要に応じて現地踏査 
3.調査地域 
 列車の走行に係る微気圧波
の影響を受けるおそれがある
と認められる地域 

1.予測項目 
 列車の走行に係る微
気圧波 
2.予測の基本的な手法 
 山梨リニア実験線に
おける事例の引用又は
解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 微気圧波の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 列車の走行が定常状
態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・整備新幹線の
目安値である
「トンネル坑
口緩衝工の設
置基準（案）」

調査；一
般的に広
く用いら
れている
手法 
予測・評
価；山梨
リニア実
験線にお
ける事例
の引用 

大
気
環
境 

低
周
波
音 

低周波
音 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(換気施設)
の供用 

1.調査すべき項目 
 土地利用の状況、地形の状況
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地形図、都市計画図、住宅地

図及び航空写真等の資料の
収集・整理 

・必要に応じて現地踏査 
3.調査地域 
 鉄道施設の供用に係る低周
波音の影響を受けるおそれが
あると認められる地域 

1.予測項目 
 鉄道施設の供用に係
る低周波音 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析
とする。 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 低周波音の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 鉄道施設の供用が定
常状態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・「低周波空気振
動 調 査 報 告
書」 

・「低周波音問題
対 応 の 手 引
書」等 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

注 2.評価の手法の「参考」は、国又は地方公共団体による環境保全の観点からの施策による基準又は目標が定められ

ていないため、事業者が参考として定め、整合が図られているかを検討する基準等を示す。 



 

 57

表 7-2-4(7) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

水の濁
り 

工事の実施 
・切土工等又

は既存の工
作物の除去 

・トンネルの
工事 

・工事施工ヤ
ード及び工
事用道路の
設置 

 

1.調査すべき項目 
 浮遊物質量(SS)及び流量の
状況、気象の状況、土質の状況
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・公共用水域の水質測定結果等

（過去 5 ヶ年）の文献、資料
の収集・整理 

（現地調査） 
・浮遊物質量：「水質汚濁に係

る環境基準」に準拠 
・流量：｢水質調査方法｣に準拠
3.調査地域 
 切土工等又は既存の工作物
の除去、トンネルの工事、工事
施工ヤード及び工事用道路の
設置に係る水の濁りの影響を
受けるおそれがあると認めら
れる河川 
4.調査地点 

水の濁りの現況を適切に把
握することができる地点（概ね
10 地点程度） 
5.調査期間等 
 低水時及び豊水時の 2 回 

1.予測項目 
 切土工等又は既存の
工作物の除去、トンネ
ルの工事、工事施工ヤ
ード及び工事用道路の
設置に係る浮遊物質量 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 水の濁りの影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 

工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

水
環
境 

水
質 

水の汚

れ 

工事の実施 
・切土工等又

は既存の工
作物の除去 

・トンネルの
工事 

 

1.調査すべき項目 
 水素イオン濃度(pH)の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・公共用水域の水質測定結果等

（過去 5 ヶ年）の文献、資料
の収集・整理 

（現地調査） 
・「水質汚濁に係る環境基準」

に準拠 
3.調査地域 
 切土工等又は既存の工作物
の除去、トンネルの工事に係る
水の汚れの影響を受けるおそ
れがある河川 
4.調査地点 

水の汚れの現況を適切に把
握することができる地点（概ね
10 地点程度） 
5.調査期間等 
 低水時及び豊水時の 2 回 

1.予測項目 
 切土工等又は既存の
工作物の除去、トンネ
ルの工事に係る水素イ
オン濃度 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 水の汚れの影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(8) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

水
質 

水の汚

れ 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(駅)の供用 
 

1.調査すべき項目 
 生物化学的酸素要求量(BOD)
の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・公共用水域の水質測定結果等

（過去 5 ヶ年）の文献、資料
の収集・整理 

（現地調査） 
・「水質汚濁に係る環境基準」

に準拠 
3.調査地域 
 鉄道施設の供用に係る水の
汚れの影響を受けるおそれが
ある河川 
4.調査地点 

水の汚れの現況を適切に把
握することができる地点（概ね
数地点程度） 
5.調査期間等 
 低水時及び豊水時の 2 回 

1.予測項目 
 鉄道施設の供用に係
る生物化学的酸素要求
量 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用又は解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 水の汚れの影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 

鉄道施設の供用が定
常状態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

水
環
境 

水
底
の
底
質 

水底の
底質 

工事の実施 
・切土工等又

は既存の工
作物の除去 

 

1.調査すべき項目 
 水底の底質の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・文献、資料の収集・整理 
・水底の底質の汚染が認められ

た地域の有無を関係自治体
等にヒアリング 

（現地調査） 
・現地調査項目は、文献調査結

果を踏まえて設定 
・調査方法は、「底質調査方法」

等に準拠 
3.調査地域 
 切土工等又は既存の工作物
の除去に伴い河床の掘削を行
う河川 
4.調査地点 

水底の底質の現況を適切に
把握することができる地点（概
ね数地点程度） 
5.調査期間等 
 1 回 

1.予測項目 
 切土工等又は既存の
工作物の除去に係る水
底の底質への影響 
2.予測の基本的な手法 

事業の実施に伴う水
底の底質に起因する周
辺への影響を明らかす
ることによる定性的予
測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 水底の底質に起因す
る影響を適切に予測す
ることができる地点 
5.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(9) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・トンネルの

工事 
 

1.調査すべき項目 
 地下水の水質(水温、pH、透
視度、電気伝導度)及び水位の
状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・井戸、湧水等の分布状況や測

定結果等の文献、資料の収
集・整理 

・関係自治体等へのヒアリング
を行い、必要に応じて現地踏
査 

（現地調査） 
・「地下水調査および観測指針

（案）」に準拠 
3.調査地域 
 トンネルの工事に係る地下
水の水質及び水位への影響が
生じるおそれがあると考えら
れる地域 
4.調査地点 

地下水の水質及び水位の現
況を適切に把握する地区（概ね
5 地区程度） 
5.調査期間等 
 地下水位：4 季 

地下水質：1 回 

1.予測項目 
トンネルの工事に係

る地下水への影響 
2.予測の基本的な手法 
・地下水質：影響要因

等を勘案した定性的
予測 

・地下水位：定性的手
法又は予測式等を用
いた定量的手法 

3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 地下水への影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 

工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

水
環
境 

地
下
水 

地下水
の水質
及び水
位 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

 

1.調査すべき項目 
 地下水の水質(水温、pH、透
視度、電気伝導度)及び水位の
状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・井戸、湧水等の分布状況や測

定結果等の文献、資料の収
集・整理 

・関係自治体等へのヒアリング
を行い、必要に応じて現地踏
査 

（現地調査） 
・「地下水調査および観測指針

（案）」に準拠 
3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る地下
水の水質及び水位への影響が
生じるおそれがあると考えら
れる地域 
4.調査地点 

地下水の水質及び水位の現
況を適切に把握する地区（「工
事の実施」に記載した調査地区
に含む。） 
5.調査期間等 
 地下水位：4 季 

地下水質：1 回 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る地下水への影響 
2.予測の基本的な手法 
・地下水質：影響要因

等を勘案した定性的
予測 

・地下水位：定性的手
法又は予測式等を用
いた定量的手法 

3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 地下水への影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 

鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(10) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・トンネルの

工事 
 

1.調査すべき項目 
 水資源の利用状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・河川、沢、池、湖沼における

水資源としての飲料用、農業
用、水産用、工業用等の利用
状況の文献、資料の収集・整
理 

・関係自治体等へのヒアリング
を行い、必要に応じて現地踏
査 

3.調査地域 
 トンネルの工事に係る水資
源への影響が生じるおそれが
あると考えられる地域 

1.予測項目 
 トンネルの工事に係
る水資源への影響 
2.予測の基本的な手法 
 定性的手法又は予測
式等を用いた定量的手
法 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 水資源への影響を適
切に予測することがで
きる地区 
5.予測対象時期 

工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

水
環
境 

水
資
源 

水資源 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

 

1.調査すべき項目 
 水資源の利用状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・河川、沢、池、湖沼における

水資源としての飲料用、農業
用、水産用、工業用等の利用
状況の文献、資料の収集・整
理 

・関係自治体等へのヒアリング
を行い、必要に応じて現地踏
査 

3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る水資
源への影響が生じるおそれが
あると考えられる地域 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る水資源への影響 
2.予測の基本的な手法 
 定性的手法又は予測
式等を用いた定量的手
法 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 

水資源への影響を適
切に予測することがで
きる地区 
5.予測対象時期 

鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(11) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・工事施工ヤ

ード及び工
事用道路の
設置 

1.調査すべき項目 
 地形及び地質の概況、重要な
地形及び地質の分布、状態及び
特性 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地形及び地質関連の文献、資

料の収集・整理 
・必要に応じて現地踏査 
3.調査地域 
 工事施工ヤード及び工事用
道路の設置に係る重要な地形
及び地質への影響が生じるお
それがあると考えられる地域 

1.予測項目 
 工事施工ヤード及び
工事用道路の設置に係
る重要な地形及び地質
への影響 
2.予測の基本的な手法 
 事業の実施に伴う重
要な地形及び地質への
影響を明らかすること
による定性的予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

地
形
及
び
地
質 

重要な
地形及
び地質 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

・鉄道施設 
(地表式及
び掘割式)
の存在 

・鉄道施設 
(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

1.調査すべき項目 
 地形及び地質の概況、重要な
地形及び地質の分布、状態及び
特性 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地形及び地質関連の文献、資

料の収集・整理 
・必要に応じて現地踏査 
3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る重要
な地形及び地質への影響が生
じるおそれがあると考えられ
る地域 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る重要な地形及び地質
への影響 
2.予測の基本的な手法 
 事業の実施に伴う重
要な地形及び地質への
影響を明らかすること
による定性的予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

工事の実施 
・トンネルの

工事 

1.調査すべき項目 
 地盤沈下の発生状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地盤沈下関連の文献、資料の

収集・整理 
・関係自治体等へのヒアリング

を行い、必要に応じて現地踏
査 

3.調査地域 
 トンネルの工事に係る地盤
沈下が生じるおそれがあると
考えられる地域 

1.予測項目 
トンネルの工事に係

る地盤沈下 
2.予測の基本的な手法 
 定性的手法又は予測
式等を用いた定量的手
法 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 

工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

土
壌
に
係
る
環
境
そ
の
他
の
環
境 

地
盤 

地盤沈
下 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

 

1.調査すべき項目 
 地盤沈下の発生状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地盤沈下関連の文献、資料の

収集・整理 
・関係自治体等へのヒアリング

を行い、必要に応じて現地踏
査 

3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る地盤
沈下が生じるおそれがあると
考えられる地域 

1.予測項目 
鉄道施設の存在に係

る地盤沈下 
2.予測の基本的な手法 
定性的手法又は予測

式等を用いた定量的手
法 
3.予測地域 
調査地域と同様 

4.予測対象時期 
鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(12) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

土
壌 

土壌汚
染 

工事の実施 
・切土工等又

は既存の工
作物の除去 

・トンネルの
工事 

1.調査すべき項目 
 土壌汚染の状況及び地質の
状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・土壌汚染関連の文献、資料の

収集・整理 
・関係自治体等へのヒアリング

を行い、必要に応じて現地踏
査 

3.調査地域 
 切土工等又は既存の工作物
の除去、トンネルの工事を行う
地域 

1.予測項目 
 切土工等又は既存の
工作物の除去、トンネ
ルの工事に係る土壌汚
染 
2.予測の基本的な手法 
 事業特性と基準不適
合土壌の分布状況を勘
案し、本事業の実施に
よる影響を定性的に予
測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 工事期間中とする。 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

日照阻
害 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

1.調査すべき項目 
 土地利用の状況、地形の状況
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・土地利用及び地形関連の文

献、資料の収集・整理 
・必要に応じて現地踏査 
3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る日照
阻害の影響を受けるおそれが
あると認められる地域 

1.予測項目 
鉄道施設の存在に係

る日照阻害 
2.予測の基本的な手法 
 冬至日における等時
間日影図の作成 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 日照阻害の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討 

・「公共施設の設
置に起因する
日陰により生
ずる損害等に
係る費用負担
について」 

・各地方公共団
体により定め
られる基準等

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

土
壌
に
係
る
環
境
そ
の
他
の
環
境 

そ
の
他
の
環
境
要
素 

電波障
害 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

 

1.調査すべき項目 
 土地利用の状況、地形の状
況、電波受信の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・土地利用及び地形の状況： 

土地利用及び地形関連の文
献、資料の収集・整理 

・電波受信の状況： 
テレビジョン電波の送信所
の位置、電波発信方向及び共
同受信設備の位置等の把握 

（現地調査） 
・電波受信の状況： 

テレビ電波測定車を用いた
画質評価及び電界強度の測
定 

3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る電波
障害の影響を受けるおそれが
あると認められる地域 
4.調査地点 

電波受信の現況を適切に把
握する必要があると考えられ
る地区（概ね 10 地区程度） 
5.調査期間等 
 1 回 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る電波障害 
2.予測の基本的な手法 
 工作物による電波障
害についての予測計算 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 電波障害の影響を適
切に予測することがで
きる地点 
5.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(13) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

文化財 存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

・鉄道施設 
(地表式及
び掘割式)
の存在 

・鉄道施設 
(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

1.調査すべき項目 
 法令等で指定されている史
跡、名勝、天然記念物等の状況
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・文化財関連の文献、資料の収

集・整理 
・関係自治体等へのヒアリング

を行い、必要に応じて現地踏
査 

3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る文化
財への影響が生じるおそれが
あると認められる地域 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る文化財への影響 
2.予測の基本的な手法 
 事業の実施に伴う文
化財への影響の定性的
予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 

土
壌
に
係
る
環
境
そ
の
他
の
環
境 

そ
の
他
の
環
境
要
素 

磁界 存在及び供用 
・列車の走行

(地下を走
行する場合
を除く。) 

1.調査すべき項目 
 土地利用の状況 
2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・土地利用及び地形関連の文

献、資料の収集・整理 
・必要に応じて現地踏査 
3.調査地域 
 列車の走行に係る磁界の影
響を受けるおそれがあると認
められる地域 

1.予測項目 
列車の走行に係る磁

界 
2.予測の基本的な手法 
 山梨リニア実験線に
おける事例の引用又は
解析 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 高架橋の高さ等を考
慮して、磁界の影響を
適切に予測することが
できる地点 
5.予測対象時期 
 列車の走行が定常状
態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

②基準又は目標
との整合性の
検討（参考）

・国際非電離放
射線防護委員
会のガイドラ
インに準じて
定める基準値
（案） 

調査；一
般的に広
く用いら
れている
手法 
予測・評
価；山梨
リニア実
験線にお
ける事例
の引用 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

注 2.評価の手法の「参考」は、国又は地方公共団体による環境保全の観点からの施策による基準又は目標が定められ

ていないため、事業者が参考として定め、整合が図られているかを検討する基準等を示す。 
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表 7-2-4(14) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 
予測の基本的な 

手法 
評価の 
手法 

手法の 
選定理由

動
物 

重要な種
及び注目
すべき生
息地 

工事の実施 
・建設機械の

稼働 
・資材及び機

械の運搬に
用いる車両
の運行 

・切土工等又
は既存の工
作物の除去 

・トンネルの
工事 

・工事施工ヤ
ード及び工
事用道路の
設置 

1.調査すべき項目 
・哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、

魚類、底生動物の状況 
・重要な種の分布、生息の状況及び生息環

境の状況 
・注目すべき生息地の分布並びに当該生息

地が注目される理由である動物の種の
生息の状況及び生息環境の状況 

2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域に生息する動物関連の文献、資料の

収集・整理 
・必要に応じて、専門家へのヒアリング 
（現地調査） 
哺乳類 任意確認、トラップ法 

一般 
鳥類 

任意観察、ラインセンサ
ス法、ポイントセンサス
法 

鳥
類 

希少猛 
禽類 

定点観察法 

爬虫類 任意確認 
両生類 任意確認 

昆虫類 
任意採集、ライトトラッ
プ法、ベイトトラップ法 

魚 類 任意採集 
底生動物 任意採集、コドラート法 

3.調査地域 
 工事の実施に係る動物への影響が生じ
るおそれがあると認められる地域 
4.調査地点 
 動物相の現況を適切に把握することが
できる地点 
哺乳類（トラップ法）：概ね 10 地点程度 
鳥類（一般鳥類）： 
 ラインセンサス法；概ね 10 ルート程度
 ポイントセンサス法；概ね 10 地点程度
鳥類（希少猛禽類）： 
 定点観察法；概ね 30 地点程度 
昆虫類： 
 ライトトラップ法；概ね 10 地点程度 
 ベイトトラップ法；概ね 10 地点程度 
魚類：概ね 10 地点程度 
底生動物：概ね 10 地点程度 
5.調査期間等 

哺乳類 
4 季(春季、夏季、秋季、
冬季) 

一般 
鳥類 

5 回(春季、繁殖期、夏季、
秋季、冬季) 鳥

類 希少猛 
禽類 

2営巣期(12月～8月､3日
/月)、1 非営巣期(9 月～
11 月に 1 回､3 日) 

爬虫類 3 季(春季、夏季、秋季)

両生類 
4 季(早春季、春季、夏季、
秋季) 

昆虫類 3 季(春季、夏季、秋季)
魚 類 4 季(春季、夏季、秋季、

冬季) 
底生動物 4 季(春季、夏季、秋季、

冬季)  

1.予測項目 
 工事の実施に係
る重要な種及び注
目すべき生息地へ
の影響 
2.予測の基本的な
手法 
 既存の知見の引
用又は解析による
重要な種及び地域
個体群への影響の
種類、影響の箇所、
影響の程度につい
ての予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又
は低減
に係る
評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(15) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 
予測の基本的な 

手法 
評価の 
手法 

手法の 
選定理由

動
物 

重要な種
及び注目
すべき生
息地 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

・鉄道施設 
(地表式又
は掘割式)
の存在 

・鉄道施設 
(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

 

1.調査すべき項目 
・哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、

魚類、底生動物の状況 
・重要な種の分布、生息の状況及び生息環

境の状況 
・注目すべき生息地の分布並びに当該生息

地が注目される理由である動物の種の
生息の状況及び生息環境の状況 

2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域に生息する動物関連の文献、資料の

収集・整理 
・必要に応じて、専門家へのヒアリング 
（現地調査） 
哺乳類 任意確認、トラップ法 

一般 
鳥類 

任意観察、ラインセンサ
ス法、ポイントセンサス
法 

鳥
類 

希少猛 
禽類 

定点観察法 

爬虫類 任意確認 
両生類 任意確認 

昆虫類 
任意採集、ライトトラッ
プ法、ベイトトラップ法 

魚 類 任意採集 
底生動物 任意採集、コドラート法 

3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る動物への影響が
生じるおそれがあると認められる地域 
4.調査地点 
 動物相の現況を適切に把握することが
できる地点（「工事の実施」に記載した調
査地点に含む。） 
5.調査期間等 

哺乳類 
4 季(春季、夏季、秋季、
冬季) 

一般 
鳥類 

5 回(春季、繁殖期、夏季、
秋季、冬季) 鳥

類 希少猛 
禽類 

2営巣期(12月～8月､3日
/月)、1 非営巣期(9 月～
11 月に 1 回､3 日) 

爬虫類 3 季(春季、夏季、秋季)

両生類 
4 季(早春季、春季、夏季、
秋季) 

昆虫類 3 季(春季、夏季、秋季)
魚 類 4 季(春季、夏季、秋季、

冬季) 
底生動物 4 季(春季、夏季、秋季、

冬季)  

1.予測項目 
 鉄道施設の存在
に係る重要な種及
び注目すべき生息
地への影響 
2.予測の基本的な
手法 
 既存の知見の引
用又は解析による
重要な種及び地域
個体群への影響の
種類、影響の箇所、
影響の程度につい
ての予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 鉄道施設の完成
時 

①回避又
は低減
に係る
評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(16) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・切土工等又

は既存の工
作物の除去 

・トンネルの
工事 

・工事施工ヤ
ード及び工
事用道路の
設置 

1.調査すべき項目 
・高等植物に係る植物相及び植

生の状況 
・重要な種及び群落の分布、生

育の状況及び生育環境の状
況 

2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域に生息する植物関連の文

献、資料の収集・整理 
・必要に応じて、専門家へのヒ

アリング 
（現地調査） 
・植物相：任意確認 
・植生：コドラート法 
3.調査地域 
 工事の実施に係る植物への
影響が生じるおそれがあると
認められる地域 
4.調査期間等 
 植物相：4 季(早春季、春季、

夏季、秋季) 
 植生：2 季(夏季、秋季) 

1.予測項目 
 工事の実施に係る重
要な種及び群落への影
響 
2.予測の基本的な手法 
 既存の知見の引用又
は解析による重要な種
及び群落への影響の種
類、影響の箇所、影響の
程度についての予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

植
物 

重要な種
及び群落 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

・鉄道施設 
(地表式又
は掘割式)
の存在 

・鉄道施設 
(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

1.調査すべき項目 
・高等植物に係る植物相及び植

生の状況 
・重要な種及び群落の分布、生

育の状況及び生育環境の状
況 

2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・地域に生息する植物関連の文

献、資料の収集・整理 
・必要に応じて、専門家へのヒ

アリング 
（現地調査） 
・植物相：任意確認 
・植生：コドラート法 
3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る植物
への影響が生じるおそれがあ
ると認められる地域 
4.調査期間等 
 植物相：4 季(早春季、春季、

夏季、秋季) 
 植生：2 季(夏季、秋季) 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る重要な種及び群落へ
の影響 
2.予測の基本的な手法 
既存の知見の引用又は
解析による重要な種及
び群落への影響の種類、
影響の箇所、影響の程度
についての予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(17) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・建設機械の

稼働 
・資材及び機

械の運搬に
用いる車両
の運行 

・切土工等又
は既存の工
作物の除去 

・トンネルの
工事 

・工事施工ヤ
ード及び工
事用道路の
設置 

1.調査すべき項目 
・動植物その他の自然環境に係

る概況 
・複数の注目種・群集の生態、

他の動植物との関係又はハ
ビタット（生息・生育環境）
の状況 

2.調査の基本的な手法 
・文献その他の資料による情報

の収集並びに当該情報の整
理及び解析 

・現地踏査により補足 
3.調査地域 
 工事の実施に係る生態系へ
の影響が生じるおそれがある
と認められる地域 
4.調査期間等 

調査地域における生態系を
把握できる時期 

1.予測項目 
 工事の実施に係る地
域を特徴づける生態系
として抽出した注目種
等のハビタット（生息・
生育環境）への影響 
2.予測の基本的な手法 
 既存の知見の引用又
は解析による、地域を特
徴づける生態系として
上位性、典型性、特殊性
の観点から抽出した注
目種等のハビタット（生
息・生育環境）への影響
の予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

生
態
系 

地域を特

徴づける

生態系 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(トンネル)
の存在 

・鉄道施設 
(地表式及
び掘割式)
の存在 

・鉄道施設 
(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

1.調査すべき項目 
・動植物その他の自然環境に係

る概況 
・複数の注目種・群集の生態、

他の動植物との関係又はハ
ビタット（生息・生育環境）
の状況 

2.調査の基本的な手法 
・文献その他の資料による情報

の収集並びに当該情報の整
理及び解析 

・現地踏査により補足 
3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る生態
系への影響が生じるおそれが
あると認められる地域 
4.調査期間等 
 調査地域における生態系を
把握できる時期 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る地域を特徴づける生
態系として抽出した注
目種等のハビタット（生
息・生育環境）への影響 
2.予測の基本的な手法 
 既存の知見の引用又
は解析による、地域を特
徴づける生態系として
上位性、典型性、特殊性
の観点から抽出した注
目種等のハビタット（生
息・生育環境）への影響
の予測 
3.予測地域 

調査地域と同様 
4.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

景
観 

主要な眺
望点及び
景観資源
並びに主
要な眺望
景観 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(地表式及
び掘割式)
の存在 

・鉄道施設 
(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

1.調査すべき項目 
 主要な眺望点の状況、 

景観資源の状況、 
主要な眺望景観の状況 

2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・景観関連の文献、資料の収

集・整理 
・必要に応じて現地踏査 
（現地調査） 

主要な眺望点において写真
撮影を行い、眺望景観の状況を
把握。 
3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る景観
への影響が生じるおそれがあ
ると認められる地域 
4.調査地点  

眺望景観の現況を適切に把
握することができる地点 
5.調査期間等 
 一年間における適切な時期 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る景観への影響 
2.予測の基本的な手法 
 主要な眺望点からの
眺望景観について、フォ
トモンタージュ法を用
いた眺望の変化の程度
の予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 景観への影響を適切
に予測することができ
る地点 
5.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(18) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主要な人

と自然と

の触れ合

いの活動

の場 

存在及び供用 
・鉄道施設 

(地表式及
び掘割式)
の存在 

・鉄道施設 
(嵩上式)の
存在 

・鉄道施設 
(駅)の存在 

1.調査すべき項目 
・人と自然との触れ合いの活動

の場の概況 
・主要な人と自然との触れ合い

の活動の場の分布、利用の状
況及び利用環境の状況 

2.調査の基本的な手法 
（文献調査） 
・人と自然との触れ合いの活動

の場関連の文献、資料の収
集・整理 

・関係自治体等へのヒアリング
を行い、必要に応じて現地踏
査 

（現地調査） 
・利用の状況及び利用環境を把

握 
3.調査地域 
 鉄道施設の存在に係る主要
な人と自然との触れ合いの活
動の場への影響が生じるおそ
れがあると認められる地域 
4.調査地点 

主要な人と自然との触れ合
いの活動の場の現況を適切に
把握することができる地点 
5.調査期間等 

一年間における適切な時期 

1.予測項目 
 鉄道施設の存在に係
る主要な人と自然との
触れ合いの活動の場へ
の影響 
2.予測の基本的な手法 

主要な人と自然との
触れ合いの活動の場に
おける分布及び利用環
境の改変の程度につい
ての定性的予測 
3.予測地域 
 調査地域と同様 
4.予測地点 
 主要な人と自然との
触れ合いの活動の場へ
の影響を適切に予測す
ることができる地点 
5.予測対象時期 
 鉄道施設の完成時 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

建設工事
に伴う副
産物 

工事の実施 
・切土工等又

は既存の工
作物の除去 

・トンネルの
工事 

 
－ 

1.予測項目 
 建設工事に伴う副産
物の発生量と処理・処分
の状況等 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用及び解析
による建設発生土及び
建設廃棄物の種類ごと
の発生状況や再利用や
処理、処分の方法を示す
ことによる予測 
3.予測地域 

対象事業実施区域 
4.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

国土交通
省令に基
づく参考
手法 

廃
棄
物
等 

廃棄物等 存在及び供用 
・鉄道施設 

(駅)の供用 

－ 

1.予測項目 
 鉄道施設（地上駅）の
供用に伴う廃棄物の発
生量と処理・処分の状況
等 
2.予測の基本的な手法 
 事例の引用及び解析
による地上駅の供用に
伴う廃棄物の種類ごと
の発生状況や再利用や
処理、処分の方法を示す
ことによる予測 
3.予測地域 
 対象事業実施区域 
4.予測対象時期 

鉄道施設の供用が定
常状態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 
 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 
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表 7-2-4(19) 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由 

環境影響評価項目 
環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

調査の基本的な手法 予測の基本的な手法 評価の手法 
手法の 

選定理由

工事の実施 
・建設機械の

稼動 
・資材及び機

械の運搬に
用いる車両
の運行 

－ 

1.予測項目 
 建設工事に伴う温室
効果ガス 
2.予測の基本的な手法 
 類似事例等を参考に
する方法により必要に
応じて定量的検討を踏
まえ、温室効果ガス発生
量の削減への取り組み
を勘案して定性的に予
測 
3.予測地域 
 対象事業実施区域 
4.予測対象時期 
 工事期間中 

①回避又は低減
に係る評価 

 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 
 

温
室
効
果
ガ
ス 

温室効果

ガス 

存在及び供用 
・ 鉄 道 施 設

(駅)の供用 

－ 

1.予測項目 
 鉄道施設（地上駅）の
供用に伴う温室効果ガ
ス 
2.予測の基本的な手法 
 類似事例等を参考に
する方法により必要に
応じて定量的検討を踏
まえ、温室効果ガス発生
量の削減への取り組み
を勘案して定性的に予
測 
3.予測地域 
 対象事業実施区域 
4.予測対象時期 

鉄道施設の供用が定
常状態となる時期 

①回避又は低減
に係る評価 

 

一般的に
広く用い
られてい
る手法 
 

注 1.評価の手法の「①回避又は低減に係る評価」は、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、 

見解を明らかにすることにより行う。 

 




